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様式１－２－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 評価の概要様式 

 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 
評価対象中期目

標期間 
見込評価（中期目標期間実績評

価） 
第３期中期目標期間（最終年度の実績見込を含む。） 

中期目標期間 平成 25～29 年度 
 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 国土交通省 
 法人所管部局 道路局 担当課、責任者 総務課高速道路経営管理室 高藤 喜史 
 法人所管部局 鉄道局 担当課、責任者 鉄道事業課 片山 敏宏 
 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 斉藤 正之佑 
 
３．評価の実施に関する事項 
平成２９年月７月１０日 高速道路機構理事長、理事長代理、理事及び監事出席のもと、外部有識者を含んだ意見交換会を開催し、高速道路機構の第３期中期目標業務実績(見込み)及び自己評価(見込み)
についてヒアリングを行った。 
また、同意見交換会において、国土交通省所管独立行政法人の評価等に関する外部有識者より平第３期中期目標期間業務実績見込評価案について意見を聴取した。 
 
 
 
４．その他評価に関する重要事項 
特になし 
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様式１－２－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 総合評定様式 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

Ｂ：中期目標における所期の目標を達成していると認められる。 （参考：見込評価）※期間実績評価時に使用 
 

評定に至った理由  国土交通省独立行政法人評価実施要領に基づき項目別評定の算術平均を行ったところ、Ｂ評定となった。また、全体の評価に影響を与える事象もなかったため、算術平均結果

のＢ評定を総合評定とした。 
 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 全ての項目において、年度計画における所期の目標を達成しており、特に、資金調達の多様化、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長す

るための仕組み、道路整備特別措置法に基づく道路管理者の権限の代行その他の業務及び主たる事務所の移転に関しては下記の通り努力が行われている。 
 
・積極的かつ幅広いＩＲ活動を通じて新たな投資需要を掘り起こし、超長期の民間借入の実行、財投機関債では初となる 40 年利子一括払債の発行など、調達の多様化を達成し、

これにより平成 28 年度末時点において、平均調達年限を 22.1 年(平成 24 年度:11.8 年)に長期化させつつ、平均調達利率は 0.40％(平成 24 年度:0.95％)と低い水準を達成した。 
 また、40 年債の財投機関債の発行が超長期債市場の活性化に寄与したことや、40 年利子一括払債の発行による市場環境に合わせた商品の新規性について、外部より表彰を受

けた。 
 
・修繕・特定更新等工事の助成手続きについて、会社が制度をより積極的に活用できるよう、平成 27 年度末に制度改正をしており、更に、平成 28 年度末までに経営努力要件適

合性の認定を行ったものについては、前中期目標期間を大幅に上回る約 400 億円(前中期目標期間:約 100 億円)のコスト縮減が見込まれている。この助成制度を通じて新技術の開

発等を促進するとともに、その結果をホームページに公表するなど、情報共有を図ることで新技術の普及にも寄与している。 
 
・平成 25 年度に道路管理事務の迅速かつ円滑な運用を目的とした道路管理マニュアルを作成、平成 28 年度には特車・占用許可等手続きをチェックリスト化することによる確認

作業・必要書類の不備に伴う作業の軽減、特殊車両通行許可等の包括化等を実施することにより、権限代行手続きの事務の迅速化・効率化が図られた。また、車両制限令違反車

両への即時告発制度の構築・運用(平成 27 年度)など、平成 27 年度に行われた「高速道路機構・会社の業務点検」において指摘された内容について迅速に取り組んだ。 
 
・閣議決定された平成 27 年３月末までに主たる事務所を横浜へ移転しただけでなく、従前の事務所より防災性能が高いビルを選定するとともに、賃料等の年間 7,300 万円削減

が図られている。 
全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
特に全体の評価に影響を与える事象はなかった。 
 

 
３．課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
該当なし 

その他改善事項 該当なし 
主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
該当なし 

 
４．その他事項 
監事等からの意見  

その他特記事項  
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様式１－２－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表様式 

 
中期目標 年度評価 中期目標 

期間評価 
項目別

調書№ 
備

考

欄 

 中期目標 年度評価 中期目標 
期間評価 

項目別

調書№ 
備

考

欄  H25
年度 

H26
年度 

H27
年度 

H28
年度 

H29
年度 

見込

評価 
期間

実績

評価 

  H25
年度 

H26
年度 

H27
年度 

H28
年度 

H29
年度 

見込

評価 
期間

実績

評価 

Ⅰ  業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置  
Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき

措置 

 

１ 組織運営の効率化 A B B B  B  Ⅰ－１    
７ 本州四国連絡橋の建設に伴う

一般旅客定期航路事業等に関する

特別措置法に規定する業務 

－ － － －  －   ※2 

２ 一般管理費の縮減 A B B B  B  Ⅰ－２    
８ 本州四国連絡鉄道施設に係る

業務 A B B B  B  Ⅱ－７  

３ 調達等合理化の取組の推進 
（入札及び契約の適正化の推進） A B B B  B  Ⅰ－３    ９ 業務遂行に当たっての取組          

４ 積極的な情報公開        

Ⅰ－４ 

   
① 国及び出資地方公共団体並び

に会社との緊密な連携の推進 A B B B  B  Ⅱ－８－①  

① 財務内容の公開 A B 

B B  B  

   
② 高速道路事業の総合的なコス

トの縮減 A B B B  B  Ⅱ－８－②  

 ② 資産の保有及び貸付状況の公開 A B    ③ 高速道路の利用促進 A B B B  B  Ⅱ－８－③  

 ③ 債務の返済状況の公開 A B    ④ 調査・研究の実施 A B B B  B  Ⅱ－８－④  

 ④ 債務返済の見通しの根拠の公開 A B    ⑤ 環境への配慮 A B B B  B  Ⅱ－８－⑤  

 ⑤ 費用の縮減状況等の公開 A B    ⑥ 危機管理 A B B B  B  Ⅱ－８－⑥  

 ⑥ 評価及び監査に関する事項 A B   Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

 ⑦ ホームページ等の充実 S B    １ 財務体質の強化 A B B B  B  Ⅲ－１  

 ⑧ 業務パンフレット等による広報 A B    ２ 予算 

A B B B  B  

Ⅲ－２  

 ５ 業務評価の実施 A B B B  B  Ⅰ－５    ３ 収支計画 Ⅲ－３  

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき 

措置   ４ 資金計画 Ⅲ－４  

 
１ 会社による管理の適正な水準の

確保を通じた高速道路資産の適切な

保有及び貸付け 
          Ⅳ 短期借入金の限度額 － － － －  －  － ※3 

 
① 道路資産の内容を把握し、その

保有及び貸付けを適切に実施 A B B B  B  Ⅱ－１－①   
Ⅴ 不要財産又は不要財産となるこ

とが見込まれる財産がある場合には、

当該財産の処分に関する計画 
A B B B  B  Ⅴ  
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② 国及び会社と一体となった高速

道路の老朽化対策の実施、管理水準

の向上 
A B B B  B  Ⅱ－１－②   

Ⅵ Ⅴに規定する財産以外の重要な

財産を譲渡し、又は担保に供しようと

するときは、その計画 
－ － － －  －  － ※4 

 
③ 会社と連携したアウトカム指標

達成のための取組、指標の設定 A B B A  B  Ⅱ－１－③   Ⅶ 剰余金の使途 － － － －  －  － ※4 

 
２ 承継債務及び会社から引き受け

た債務の早期の確実な返済           Ⅷ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 ① 会社との協定の締結 A 

B B B  B  

Ⅱ－２－①    １ 施設及び設備に関する計画 － － － － －   － ※4 

 ② 貸付料 A Ⅱ－２－②    ２ 業務の実施について A B B B  B  Ⅷ－２  

 ③ 必要に応じた協定変更 A Ⅱ－２－③    ３ 人事に関する計画        

Ⅷ－３ 

 

 ④ 適切な債務残高管理 A B B B  B  Ⅱ－２－④    ① 方針 A B 

B B  B  

 

 ⑤ 会社からの債務引き継ぎ A B B B  B  Ⅱ－２－⑤    ② 人員に関する指標 A B  

 
⑥ ＳＡ・ＰＡの維持管理における

関連事業の費用負担の適正化 A B B B  B  Ⅱ－２－⑥    ③ 人件費に関する指標 A B  

 ⑦ 資金調達の多様化 S A A A  A  Ⅱ－２－⑦    ４ 主たる事務所の移転 A A － －  A  Ⅷ－４  

 
３ 会社に対する首都高速道路又は

阪神高速道路の新設、改築又は修繕

のための無利子貸付け 
A B B B  B  Ⅱ－３    ５ 内部統制について A B B B  B  Ⅷ－５  

 
４ 会社に対する災害復旧のための

無利子貸付け － － － B  B  Ⅱ－４    
６ 機構法第２１条第３項に規定

する積立金の使途 A B B B  B  Ⅷ－６  

 
５ 高速道路の新設、改築、維持、

修繕その他の管理に要する費用の縮

減を助長するための仕組み 
S B A A  A  Ⅱ－５   

 

 
６ 道路整備特別措置法に基づく道

路管理者の権限の代行その他の業務 S B B A  A  Ⅱ－６   

 
※1 難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線 
  重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す 
  H25 年度の評価は旧制度における評定区分（SS、S、A、B、C の 5 段階評定。A が標準）による。 
※2 対象事象なし 
※3 短期借り入れ実績なし 
※4 該当なし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ １ 組織運営の効率化 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 
特になし         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 機構は、効率的

な業務運営が行わ
れるようその組織
を整備するととも
に、業務や組織の
在り方について継
続的に点検を行
い、機動的に見直
しを実施するこ
と。 

効率的な業務運営を行う
ために機動的な組織運営を
図り、高速道路に係る道路資
産の保有及び貸付け、債務の
返済等の業務の実施におい
て、社会経済情勢の変化に的
確に対応する。 
このため、組織の運営につ

いて、以下のとおり取り組む
とともに、業務や組織の在り
方について継続的に点検を
行い、機動的に見直しを行
う。 
①法人の権限及び責任の明
確化、透明性及び自主性の
向上等に対応した組織の整
備 
②社会経済情勢の変化に対
し機動的に対応できる組織
の整備 

＜主な定量的指標
＞ 
特になし 
 
＜その他の指標
＞ 
組織運営の効率
化 
 
＜評価の視点＞ 
業務運営が必要
最小限の組織で
効果的、効率的に
行われているか 

＜主要な業務実績＞ 
１）各担当部の業務執行に
当たり、引き続き、各部間
の連絡会議や機構掲示板の
活用等を通じて情報の共有
化を図り、業務運営の円滑
化を図るとともに、債務管
理、資産管理、危機管理等
の横断的業務に関して、４
部が連携して取り組み、業
務の効率的な運営に努め
た。 
 
２）平成 27 年度において、
関西業務部の事務の総合調
整を行う理事について規程
化し、当該理事が定期的に関
西業務部へ出張し、集中的に
業務を行うことにより、業務
運営の効率化を図った。 
 
３）平成 28 年度において、
IT/電子化推進による業務効
率化を図るため、テレビ会議
システム、高速スキャナ等の
IT インフラの構築・更新を
行った。 
 
４）平成 28 年度において、
さらなる組織運営の効率化
を図るため、業務フローやコ
ストの分析を行い、業務量の
多い管理課の業務について、

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実施
し、計画を達成しているた
めＢとする。 

 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
必要最小限の組織により効率的

に業務を運営していることから、

中期目標における所期の目標を

達成すると見込まれることから、

Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、必要最小限の組織に

よる効率的な組織運営に努める

必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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権限代行事務に係る会社と
の事務手続の簡素化等以下
の業務改善を行った。 
(1)特殊車両の通行許可や占

用許可等の権限代行事務
のうち定型化できるもの
については、許可等に際
しての判断基準等をチェ
ックリスト化し、その適
合性を会社で予め適切に
確認できるようにするこ
とで、事務処理の迅速化
による申請者の利便向上
並びに機構及び会社の事
務の大幅な簡素化を図っ
た。また、内部規程の見
直しによる決裁の簡素化
を行った。 

 
(2)特殊車両の通行許可に

係る他の道路管理者から
機構への協議について、
事前に提示している判断
基準を見直し、機構へ協
議することなく包括的に
判断してもらう対象を拡
大することにより、特車
許可までの時間短縮によ
る申請者の利便向上及び
事務の軽減を図った。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２ ２ 一般管理費の縮減 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 
一般管理費（実績

値）（千円） 
中期目標期間の最

終年度 441,800 
465,053 

 
425,444 410,841 289,241 404,846 

 
－ 

 
 

上 記 削 減 率

（％） 
平成 24 年度に比

べ、中期目標期間最

終年度までに 5％
以上削減。 

－ 8.5％ 11.7％ 37.8％ 12.9％ 
 

－  

注）削減対象となる一般管理費は、人件費及び特殊要因を除いた金額である。 
 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 機構は、必要最

小限の組織とし

て、業務運営全体

の効率化を図り、

一般管理費（人件

費及び特殊要因除

く。）については、

平成 24 年度に比

べ、中期目標期間

の最終年度までに

５％以上の削減す

ること。 

外部委託、集約化、ＩＴ

の活用等により業務運営

全体の効率化を推進し、一

般管理費（人件費及び特殊

要因を除く。）について、

平成 24 年度に比べ、中期

目標期間の最終年度まで

に５％以上の削減を行う。 
 

＜主な定量的指標

＞ 
一般管理費削減

率 
 

＜その他の指標

＞ 
特になし 

 
＜評価の視点＞ 
実績額が平成 24
年度に比べ、５％

以上の削減とな

っているか 

＜主要な業務実績＞ 
一般管理費（人件費及び特殊要

因を除く。）については、主たる
事務所の神奈川県（横浜市）への
移転による事務所賃料の削減、継
続的な事務経費の削減及び調査
委託業務の発注の見直し等を行
い、平成 28 年度において平成 24
年度に比べ 12.9％削減してお
り、本中期目標期間の最終年度に
は目標としていた５％の削減を
達成する見込みである。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実

施し、計画を達成して

いるためＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 一般管理費(人件費及び特殊要

因を除く。)について、平成 24 年

度に比べ、平成 28 年度時点で

12.9％の削減をしており、中期目

標期間の最終年度までに５％以

上の削減を行うとした中期目標

における所期の目標を達成する

と見込まれることから、Ｂ評定と

した。 
 
＜今後の課題＞ 
 更なる一般管理費の削減に取

り組む必要があり、第４期中期目

標期間では、平成 29 年度に比べ、

中期目標期間の最終年度までに

５％以上の削減を行う。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 

 
４．その他参考情報 
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特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３ ３ 調達等合理化の取組の推進 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年度値等） H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

特になし         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 「独立行政法人に

おける調達等合理
化の取組の推進に
ついて」(平成 27 
年 5 月 25 日総務
大臣決定 )を着実
に実施すること。 

公正性及び透明性を確
保しつつ、自律的かつ継続
的に調達の合理化を推進
するため、｢独立行政法人
における調達等合理化の
取組の推進について｣（平
成 27 年 5 月 25 日総務大
臣決定）に基づき、毎年度
「調達等合理化計画」を策
定、公表の上、着実に実施
する。 
また、その実施状況につい
て自己評価を実施し、その
結果を公表する。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
調達等合理化計画の
実施状況 

 
＜評価の視点＞ 
調達等合理化計画を
策定・公表し、当計画
に定めた取組につい
て着実に実施してい
るか。 
 

＜主要な業務実績＞ 
１）契約については、当機構の契
約事務取扱規程に基づき適正に実
施してきたところであるが、「独立
行政法人の契約状況の点検・見直
しについて」（平成 21 年 11 月 17
日閣議決定）及び「独立行政法人
における調達等合理化の取組の推
進について」（平成 27 年 5 月 25
日総務大臣決定）を受けて点検体
制の充実を図り、公正かつ透明な
調達手続に取り組んだ。 
 
２）本中期目標期間（平成 28 年度
まで）においては、以下の取組を
実施。 
 
・「調達等合理化計画」の策定 
・入札・契約手続運営委員会を活
用した推進体制の整備 
・随意契約や一者応札・応募とな
った契約に対する競争性の確保に
向けた調達手続の点検やコンプラ
イアンス向上など種々の施策の実
施 
 
３）調達等合理化計画の取組につ
いては、機構内部の自己評価のみ
ならず、外部有識者・監事により
構成される契約監視委員会による
点検も受けており、全ての契約は
適正に行われているとの評価を受
けた。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業
務を実施し、計画
を達成しているた
めＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  

＜評定に至った理由＞ 
 「独立行政法人における調達等

合理化の取組の推進について」

(平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決

定)に基づき、調達等合理化計画

を策定し、着実な計画の実施を行

っていることから、中期目標にお

ける所期の目標を達成すると見

込まれることから、Ｂ評定とし

た。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、調達等合理化計画に

基づき、各種調達における競争

性・透明性の確保に取組み、その

取組状況について、自己評価を行

うとともに有識者の審議に諮り、

更なる競争性・透明性の確保に努

める必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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４）また、機構の契約における種々
の取組み（調達等合理化計画の策
定、同計画の自己評価、契約監視
委員会議事概要、入札及び契約の
結果状況等）については、適宜機
構のホームページにて公表した。 
 
 
 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―４ ４ 積極的な情報公開 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 
特になし         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 機構の業務運営

に関する透明性の
確保を図り、機構
が行う業務につい
ての説明責任を果
たすため、財務諸
表等の法定の開示
事項に加え、道路
資産の保有及び貸
付けの実態並びに
債務の返済状況に
ついて、積極的な
情報公開を行うこ
と。その際、広く
国民に対し広報に
努めるとともに、
投資家や研究者が
必要とする情報に
ついても積極的な
情報開示に努める
こと。さらに、会
社に対しても、積
極的な情報開示を
促すこと。 

また、機構の業
務運営や高速道路
事業に関し、国民
に効率的かつ効果
的に広く情報が伝
わるようホームペ
ージ等を積極的に
活用すること。こ
の場合において、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①財務内容の公開 
財務情報の透明性の確

保を図るため、財務諸表
等を積極的に公開する。
その際、セグメント情報
について、可能な限り詳
細に示す。 
また、債券の発行に伴

い作成する債券説明書に
ついては、ホームページ
に掲載する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
各項目に関するホ
ームページ等にお
ける公表状況及び
適時適切な更新状
況 
 
＜評価の視点＞ 
①財務内容の公開 
ホームページ等

で積極的に公開し
ているか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜主要な業務実績＞ 
機構の業務運営の透明性を高

め、説明責任を果たすため、以
下のとおり積極的な情報公開を
行った。 
 
 
 
 
 
 
①財務内容の公開 
１）各年度の財務諸表について、
記者発表、ホームページ掲載を
行い、官報に公告した。 
 
２）債務返済状況、セグメント
情報、高速道路の収支状況、建
設・維持・管理の状況、道路資
産の保有及び貸付状況を内容と
する高速道路事業関連情報につ
いては、財務諸表とあわせて記
者発表を行うとともに、ホーム
ページに掲載した。 
 その際、セグメント情報につ
いては、全国路線網、地域路線
網及び一の路線ごとに公表し、
かつ、全国路線網については、
会社別の情報も併せて公開し
た。また、会社の協力により提
供を受けた会社情報を総括し、
６会社の高速道路関連の情報を
一覧形式で分かりやすくホーム

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実
施し、計画を達成してい
るためＢとする。 
 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 財務諸表等を適切に公表して

おり、また、ホームページで公開

している情報を随時更新してい

ることから、中期目標における所

期の目標を達成すると見込まれ

ることから、Ｂ評定とした、 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、財務諸表等の公開に

取り組み、利用者のニーズに的確

に応えられるホームページとな

るよう充実を図る必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
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そのアクセス状況
の調査・分析など
を通じて、会社と
も連携を図りつ
つ、より利用者の
ニーズに的確に応
えられるホームペ
ージとなるよう必
要な改善を図るこ
と。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
②資産の保有及び貸付状
況の公開 
高速道路に係る道路資

産の保有及び貸付状況
（保有及び貸付延長、貸
付先、貸付期間等）をホ
ームページに掲載する。 
 
 
 
 
③債務の返済状況の公開 
債務返済の計画と実績

の対比等の情報につい
て、差異の根拠、分析等
も含め、内容を公表する。
また、会社も含めた高速
道路事業全体の債務残高
及び債務返済状況も公表
する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④債務返済の見通しの根
拠の公開 
協定に基づいて策定さ

れる最新の知見による債
務返済の見通しに関する
根拠（金利、交通量、収
入、経済動向等）につい
て公表する。 
 
 
 
 
⑤費用の縮減状況等の公
開 
高速道路の新設、改築

及び修繕に関するコスト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
②資産の保有及び
貸付状況の公開 
ホームページで

公開している「道路
資産の保有及び貸
付け状況」が随時更
新されているか 
 
 
 
 
③債務の返済状況
の公開 
債務返済の計画

と実績の対比等の
情報、機構及び高速
道路事業全体の債
務の返済状況が適
時適切に公表され
ているか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④債務返済の見通
しの根拠の公開 
債務返済の見通

しに関する根拠が
公表されているか 
 
 
 
 
 
 
 
⑤費用の縮減状況
等の公開 
費用の縮減状況

等が公表されてい

ページに掲載した。 
 
３）財投機関債を発行する都度、
債券説明書をホームページに掲
載した。 
 
 
 
 
②資産の保有及び貸付状況の公
開 
ホームページで公開している

路線網ごと及び会社ごとの保有
及び貸付延長を記載した「道路
資産の保有及び貸付状況（総括
表）」並びに路線ごとの延長、貸
付先、貸付期間等を記載した「道
路資産の保有及び貸付状況（路
線別）」について、随時更新した。 
 
③債務の返済状況の公開 
１）各年度の機構の収支予算の
明細に基づく債務返済の計画と
実績の対比等の情報について、
機構及び会社の収入、支出、引
受け債務（引渡し債務）及び債
務残高等の項目の内訳を含め、
計画額、実績額及びその差額、
さらに差異の根拠、分析等の説
明を付して記者発表及びホーム
ページにより公表した。 
 
２）各年度における会社も含め
た高速道路事業全体の債務残高
及び債務返済状況について、記
者発表及びホームページにより
公表した。 
 
④債務返済の見通しの根拠の公
開 
Ⅱ-２-①に記載した会社との

協定の見直しに併せて、業務実
施計画の見直しを行い、その際
に用いた債務返済計画の見通し
に関する根拠をホームページに
公表した。 
 
 
 
 
⑤費用の縮減状況等の公開 
１）各年度に債務引受のあった
事業について、当該年度におけ
る各事業の債務引受限度額と債
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縮減の情報について、債
務引受額、コスト縮減額、
助成額及び会社の経営努
力の内容を公表する。 
また、会社の協力を得

て、会社が行う高速道路
の維持、修繕その他の管
理に要する費用の縮減の
内容及び利便性の向上を
示す客観的な指標を公表
する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥評価及び監査に関する
事項 
年度業務実績評価、政

策評価の機構に関する部
分、行政監察結果等につ
いて、国民が利用しやす
い形で、情報の提供を行
う。 
 
 
 
 
 
 
⑦ホームページ等の充実 
上記①から⑥の情報提

供に当たっては、各事務
所に備え置き一般の閲覧
に供するとともに、ホー
ムページに掲載し、積極
的な情報公開に努める。
なお、英語版のホームペ
ージについても、迅速な
更新に努める。引き続き、

るか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥評価及び監査に
関する事項 
評価に関する情

報が適切にホーム
ページで情報提供
されているか 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ホームページ等
の充実 
機構の業務運営

に係る透明性確保、
説明責任を果たす
べく、機構の組織や
業務その他関連す
る情報をホームペ
ージにおいて積極
的に分かりやすく

務引受額の差額とその理由を記
者発表及びホームページにより
公表した。 
 
２）各年度の助成額及びコスト
縮減額について、ホームページ
で公表した。 
 
３）「高速道路の新設等に要する
費用の縮減に係る助成に関する
委員会」（以下「助成委員会」と
いう。）で審議した会社の経営努
力の内容について、助成委員会
終了後にホームページにて公表
した。 
 
４）会社の協力を得て、各年度
における会社が行う高速道路の
維持、修繕その他の管理に要す
る費用（管理コスト）に係る計
画と実績の対比及び費用の縮減
（または増加）の内容等並びに
道路管理の状況及び利便性の向
上を示す客観的指標（アウトカ
ム指標）の実績について、記載
内容を充実させて記者発表及び
ホームページにより公表した。 
 
 
 
⑥評価及び監査に関する事項 
１）以下の項目について、ホー
ムページで情報提供を行った。 
(1)業務実績報告及び自己評価 
(2)業務実績評価 
(3)監査報告 
(4)会計監査報告 
 
２）なお、政策評価等について
は、当機構に関する部分はなか
った。 

 
 
 
⑦ホームページ等の充実 
１）上記①から⑥の情報につい
ては、迅速にホームページに掲
載するとともに、法定書類等に
ついては各事務所に備え置いて
閲覧に供した。 
 
２）より使い勝手の良いホーム
ページとなるよう、アクセスデ
ータの収集・解析やユーザーへ
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道路利用者の利便性を高
めるため、会社と共同し、
高速道路料金施策につい
ての総括的なページとし
て充実を図る。 
また、ホームページの

アクセス状況の調査・分
析などを通じて、会社と
も連携を図りつつ、より
利用者のニーズに的確に
応えられるホームページ
となるよう必要な改善を
図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧業務パンフレット等に
よる広報 
機構の目的や業務の内

容について、パンフレッ
ト等を活用することによ
り、情報の提供を行う。 
 
 

公開しているか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧業務パンフレッ
ト等による広報 
機構の目的や業

務の内容について、
パンフレットやフ
ァクトブック等を
活用することによ
り、情報を分かりや
すく提供している
か 
 
 

のアンケート調査を実施し、閲
覧動向や改善要望を把握するな
どしたうえで、次のような改善
を行った。 
 
― 視認性向上を図るための、ト
ップページのレイアウト見直
し 

― アクセスランキングなどの
サブメニューの追加 

― サイトマップの充実 
― ユーザーの問合先誤りを防  
ぐための、問合せフォームに
おける、高速道路料金や高速
道路敷地の確認・問合先のリ
ンク掲載   など 

 
また、よくある問合内容に対

する回答の更新や首都圏の新た
な高速道路料金について、主要
なＩＣ間における圏央道、外環
道、首都高などを経由した場合
の改定前と改定後の料金を比較
できるサイトを開設するなど、
ホームページ掲載内容の充実を
図った。 
 
 
⑧業務パンフレット等による広
報 
パンフレット「高速道路機構

の概要」、同パンフレットの英語
版及び「高速道路機構ファクト
ブック」を発行し、関係機関、
全国の主要公立図書館等に配付
して情報提供を行った。 
 
 
 
 

 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―５ ５ 業務評価の実施 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年度値等） H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

特になし         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 業務の効率性及

び透明性の向上を

図るため、業務実

績の評価を実施す

ること。 

業務の効率性及び透明性

の向上を図るため、債務の返

済状況を始めとし、業務全体

について定期的に自己評価

を行い、その結果を公表す

る。また、その結果を踏まえ、

必要に応じて、適切な措置を

講ずる。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
適切な業務評価、公

表 
 
＜評価の視点＞ 
業務全体について

自己評価を行い、そ

の結果を公表して

いるか、またその結

果を踏まえ適切な

措置を講じている

か 

＜主要な業務実績＞ 
１）各年度の業務について、
自己評価を行い、独立行政法
人通則法(平成 11 年法律第
103 号)に定める報告書を作
成し、ホームページにて公表
した。 
 
２）各年度の業務全体の進捗
状況及び前年度に係る業務
実績評価において、課題とさ
れた事項への対応状況等に
ついて審議し、その内容を踏
まえ次年度計画を策定した。 
 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実

施し、計画を達成して

いるためＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 機構として、業務全体について

自己評価を行い、その結果を適時

適切に公表していることから、中

期目標における所期の目標を達

成すると見込まれることから、Ｂ

評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、独立行政法人通則法

に基づき、自己評価を行い、業務

実績報告書の公表を行う必要が

ある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―１―① 
１ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け 
① 道路資産の内容を把握し、その保有及び貸付けを適切に実施 

業務に関連する政策・施

策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１号 
高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  

         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  

         
行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 機構は、高速道路

に係る道路資産の

内容を適正に把握

した上で、その保有

及び貸付けを適切

に実施すること。 

道路資産台帳を作成

し、これを適切に更新

することにより、高速

道路に係る道路資産の

内容を適正に把握した

上で、その保有及び貸

付を適切に実施する。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
道路資産状況の適切

な把握及び台帳の更

新 
 

＜評価の視点＞ 
道路資産状況を適切

に把握し、台帳を更新

しているか 

＜主要な業務実績＞ 
１）高速道路資産の内容を適正
に把握するため、路線ごとに延
長、敷地面積、構造別延長等を
記載した道路資産台帳につい
て、新設、改築等による内容の
変更が生じた都度、会社と連携
して変更内容を確認し適切に
更新を行った。 
 

２）本中期目標期間中（平成 28
年度まで）において高速道路の
供用区間延長は、新規供用区間
434 ㎞の増及び料金の徴収期間
の満了に伴う無料開放による
18 ㎞の減により 10,122km とな
った。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実施

し、計画を達成している

ためＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  

＜評定に至った理由＞ 
 高速道路に係る道路資産の

内容に変更が生じる都度、変更

内容を確認し道路資産台帳を

更新している。これにより、道

路資産の内容を適正に把握し、

その保有及び貸付けを適切に

実施していることから、中期目

標における所期の目標を達成

すると見込まれることから、Ｂ

評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、道路資産台帳の適

切に更新し、高速道路に係る道

路資産の内容を適正に把握し
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た上で、その保有及び貸付を適

切に実施する必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―１―② 
１ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け 
② 国及び会社と一体となった高速道路の老朽化対策の実施、管理水準の向上 

業務に関連する政策・施

策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１号 
高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  
         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  

         
行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 機構は、貸し付けた道

路資産が適切に良好な状

態に保たれるように、「ト

ンネル天井板の落下事故

に関する調査・検討委員

会」（平成 24 年 12 月３日

設置）、社会資本整備審議

会道路分科会道路メンテ

ナンス技術小委員会（平

成 25 年１月 23 日設置）

等高速道路に関する各種

有識者会議における再発

防止対策等の検討の状況

を踏まえ、国及び会社と

一体となって、高速道路

の老朽化対策を講じると

ともに、管理水準の向上

を図ることにより高速道

路の安全性を一層向上さ

せること。また、上記検

貸し付けた道路資産

が適切に良好な状態に

保たれるように、「トン

ネル天井板の落下事故

に関する調査・検討委員

会」（平成 24 年 12 月３

日設置）、社会資本整備

審議会道路分科会道路

メンテナンス技術小委

員会（平成 25 年１月 23
日設置）等高速道路に関

する各種有識者会議に

おける再発防止対策等

の検討の状況を踏まえ、

国及び会社と一体とな

って、高速道路の老朽化

対策を講じるとともに、

管理水準の向上を図る

ことにより高速道路の

安全性を一層向上させ

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
・管理の報告書の提

出状況及びその公

表状況 
・情報共有化の実施

状況 
 

＜評価の視点＞ 
・高速道路の管理の

実施状況を把握し

わかりやすく公表

するため、会社と連

携して取り組んで

いるか。 
・機構が把握してい

る高速道路の管理

の実施状況等の情

＜主要な業務実績＞ 
１）トンネル天井板の落下事故等
を踏まえた取組 
平成 25 年度において、安全・安

心への向上に向け、会社と連携し、
会社が利益剰余金を活用して緊急
に行うべき修繕事業を実施出来る
ように措置した。また、社会資本
整備審議会道路分科会国土幹線道
路部会の中間答申を踏まえた道路
法等の一部改正に向け、高速道路
の老朽化に対応した迅速かつ計画
的な更新事業等を行うために、国
及び会社と連携し、必要な検討に
取り組んだ。 
平成 26 年度には、法令改正によ

り、更新財源の確保と点検強化に
ついて新たな枠組みが整備され、
この枠組みに会社が直ちに対応出
来るように、協定変更において、
料金徴収期間の延長や更新に係る
債務とその他の債務を区分した債

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実

施し、計画を達成して

いるためＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 管理の報告書や実地確認に

より高速道路の管理状況等を

把握し、当該管理状況等の公表

及び各高速道路会社との情報

共有を適切に行っており、中期

目標における所期の目標を達

成すると見込まれることから、

Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、国及び高速道路会

社が一体となって、高速道路の

老朽化対策及び管理水準の向

上に関する取組を進めるとと

もに、高速道路の管理状況等の
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討の状況を踏まえ、国及

び会社と連携しつつ、会

社が実施する高速道路の

維持・管理の在り方の適

切な見直しを図ること。

なお、実地確認等を通じ

て機構が把握している高

速道路の管理の実施状況

等の情報については、全

ての会社の高速道路の管

理に適切に反映されるよ

う、国及び全会社に提供

し情報の共有化を図るこ

と。 

る。また、上記検討の状

況を踏まえ、国及び会社

と連携しつつ、会社が実

施する高速道路の維

持・管理の在り方の適切

な見直しを図る。なお、

実地確認等を通じて機

構が把握している高速

道路の管理の実施状況

等の情報については、全

ての会社の高速道路の

管理に適切に反映され

るよう、国及び全会社に

提供し情報の共有化を

図る。 

報について、情報の

共有化が図られて

いるか。 
 

務返済計画の策定等、多くの新た
な検討事項を極めて短時間に反映
しつつ、必要な費用を見込むこと
により、緊急に対応が必要な老朽
化対策や点検の強化等を実施でき
るよう措置した。 
なお、この協定変更にあたって

は、費用を十分に見込む一方で会
社にコスト削減を促すことによ
り、道路資産を将来にわたって適
切に良好な状態に保ち、かつ、債
務を確実に償還するようにした。 
さらに、会社と連携し、点検強

化等に関わるアウトカム指標を新
たに追加する等の見直しを図るこ
とにより、会社が実施する高速道
路の維持・管理が適切に実施され
るようにした。 
 
２）管理の実地確認等 
（1）各会社の本社において管理の
実地確認を行い、計画管理費の
計画と実績の確認を行うととも
に、各会社の現場（各年度で各
会社 1 事務所）において管理の
実地確認を行い、高速道路の維
持、修繕その他の管理の実施状
況を確認した。 

（2）各年度に会社より管理の実施
状況として報告を受けている
「維持、修繕その他の管理の報
告書」について、会社と連携し、
法令改正による点検強化の取組
状況や補修計画・補修状況及び
特定更新等工事についての記載
を追加するなど充実させ、各会
社の管理の状況が分かりやすく
伝わるように改善を図った。 

（3）実地確認等の結果が全ての会
社の高速道路の管理に適切に反
映されるよう情報の共有化を図
った。 
 

 

把握並びに当該管理状況等の

公表及び情報共有に取り組む

必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―１―③ １ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け 
③ 会社と連携したアウトカム指標達成のための取組、指標の設定 

業務に関連する政策・施

策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１号 
高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

 特になし         予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  

         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  

         
行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 機構と会社との間で

設定しているアウトカ

ム指標について、その達

成が適切になされるよ

う機構がリーダーシッ

プを持って、会社と連携

しつつ取り組むととも

に、指標の設定に際して

の会社間の考え方の統

一、指標の組替えなどを

通じ、高速道路の管理水

準を一層向上させ、もっ

て高速道路利用者に対

するサービス向上を図

ること 

機構と会社との間で

設定しているアウトカ

ム指標について、その

達成が適切になされる

よう機構がリーダーシ

ップを持って、会社と

連携しつつ取り組むと

ともに、指標の設定に

際しての会社間の考え

方の統一、指標の組替

えなどを通じ、高速道

路の管理水準を一層向

上させ、もって高速道

路利用者に対するサー

ビス向上を図る。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
アウトカム指標の考

え方の統一及び指標

の組み替えの実施状

況 
 
＜評価の視点＞ 
アウトカム指標につ

いて、高速道路の管

理水準を一層向上さ

せ、また、利用者に

分かりやすい指標に

なるよう、会社間の

考え方の統一を図

り、指標の組替え等、

リーダーシップを持

って取り組んでいる

＜主要な業務実績＞ 
１）アウトカム指標について、年度
ごとに会社と連携し実績値の要因
分析等を行い、会社が作成する管理
の報告書にわかりやすく記載し、記
者発表及びホームページで公表し
た。 
 
２）「高速道路の更なる安全性及び利
便性の向上に繋がる指標」、「業務に
活用しやすい指標」及び「利用者に
分かりやすい指標」となるように、
機構がリーダーシップを持って、ア
ウトカム指標の大幅な改善に取り組
んだ。 
また、改善にあたっては、会社との
調整会議を密に開催し、会社の意見
も反映する等、会社と連携しながら
調整を進めた。 
具体の改善内容・成果は以下のとお
り。 
（1）高速道路に関わる施策等の動向

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
・本目標期間のアウト

カム指標については、

「高速道路の更なる安

全性及び利便性の向上

に繋がる指標」、「業務

に活用しやすい指標」

及び「利用者に分かり

やすい指標」となるよ

うに、機構がリーダー

シップを持って、アウ

トカム指標の大幅な改

善に取組んだ。 

・具体には、「高速道路

の更なる安全性及び利

便性の向上に繋がる指

標」となるよう指標項

目を新たに追加し、「業

務に活用しやすい指

評定 Ｂ  

＜評定に至った理由＞ 
 機構がリーダーシップを持っ

て、高速道路会社と連携してア

ウトカム指標の快適走行路面率

や死傷事故率などについて、実

績値の要因分析等を行い、分析

の結果については、会社が作成

する管理の報告書に記載し、今

後の事業等に適切に活用してい

る。また、「高速道路の更なる安

全性及び利便性の向上に繋がる

指標」、「業務に活用しやすい指

標」及び「利用者に分かりやす

い指標」となるようアウトカム

指標の改善に取り組んでいる

が、現場レベルで有効活用でき
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か。 や「機構と会社の業務点検」にお
ける課題を踏まえつつ、車限令違
反取締や施設点検の強化等の高速
道路の安全性及び利便性に繋がる
28 の指標項目を新たに追加した。

（2）７項目から 35 項目に増えた指
標が利用者にわかりやすく伝わる
ように、相互に関連性のある指標
項目を類型化・体系化し、分野・
分類別に整理した。 
（７項目（H24） ⇒ ５分野・24
分類・35 項目（H28）） 

（3）会社の経営指標としても活用し
やすくするため、会社が目標値
（Ｐ）を目指して取組（Ｄ)、その
結果をもとに自己評価（Ｃ）し、
更なる高速道路の安全性及び利便
性の向上に反映（Ａ）するといっ
た適切な PDCA サイクルが実施で
きるように、全ての指標分類で目
標値を設定することとした。 

（4）会社が新たな中期経営計画を策
定する際には、これらの改善内容
が反映され、高速道路の安全性及
び利便性の向上等の取組へ適切に
活用された。 

 
 

標」となるよう、全て

の指標分類で目標値を

設定することとし、「利

用者に分かりやすい指

標」となるよう各指標

項目を分野・分類別に

整理した。 

・これらを踏まえてＡ

評価とする。 

 

 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

るようなアウトカム指標の導入

等、機構がリーダーシップを持

って検討する必要があったた

め、総合的に判断して中期目標

における所期の目標を達成する

と見込まれるものとし、Ｂ評定

とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、適切な目標値の設

定や現場レベルで有効活用でき

るようなアウトカム指標の作成

等、機構が更なるリーダーシッ

プを持って、各高速道路会社と

連携して取り組む必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者意見） 
更に有効活用できるようなア

ウトカム指標にする必要がある

ため、「B」評価が妥当である。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―２― ①②③ 
２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 
①②③会社との協定の締結 

業務に関連する政策・施

策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１３条第１項 
機構は、前条第一項の業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、会社と、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路（当該高速道路

について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それ

ぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の各部分。以下この項に

おいて同じ。）ごとに、次に掲げる事項をその内容に含む協定（以下「協定」という。）を締

結しなければならない。 
当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  
         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  
         行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 ① 会社との協定の締結

に当たっては、金利、交
通量、経済動向等の見通
しについて十分に検討
するとともに、従前の高
速道路事業の実施状況
も踏まえつつ、適正な品
質や管理水準が確保さ
れることを前提とした
上で、高速道路の新設、
改築、維持、修繕、災害
復旧その他の管理の内
容、貸付料の額及び貸付
期間、会社が徴収する料
金の額及びその徴収期
間、会社から引き受ける
こととなる債務の限度

① 会社との協定の締結に当
たっては、関係機関の協力を
得て、金利、交通量、経済動
向等の見通しについて最新
の知見に基づき十分に検討
するとともに、従前の高速道
路事業の実施状況も踏まえ
つつ、適正な品質や管理水準
が確保されることを前提と
した上で、高速道路の新設、
改築、維持、修繕、災害復旧
その他の管理の内容、貸付料
の額及び貸付期間、会社が徴
収する料金の額及びその徴
収期間、会社から引き受ける
こととなる債務の限度額（以
下「債務引受限度額」とい

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
協定変更内容の十
全性 

 
＜評価の視点＞ 
協定変更にあたっ
て、会社が行う管理
の内容、貸付料の額
及び貸付期間、会社
が徴収する料金の
額及びその徴収期
間、債務引受限度額
等を適切に定めて
いるか。 

＜主要な業務実績＞ 
１）協定変更に当たっては、関
係機関の協力を得て、最新の金
利、交通動向等を十分に反映す
るとともに、確実かつ円滑な債
務返済と適正かつ効率的な高速
道路の管理が行われることを確
認した上で、高速道路の新設、
改築、維持、修繕、災害復旧そ
の他の管理の内容、貸付料の額
及び貸付期間、会社が徴収する
料金の額及びその徴収期間、債
務引受限度額等を見直した。 
 また、見直しにあたり、各路
線網に属する高速道路に係る有
利子債務について、毎事業年度
末における機構の債務の残高が

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を
実施し、計画を達成し
ているためＢとする。 

 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 高速道路会社との協定変更に

あたり、金利、交通量、経済動

向等の見直しについて最新の知

見に基づき検討を行った上で高

速道路の管理等の内容、貸付料

や貸付期間の見直しを図ってお

り、また、協定変更の内容も適

時適切に公表していることか

ら、中期目標における所期の目

標を達成すると見込まれること

から、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
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額（以下「債務引受限度
額」という。）等を定め
ること。 

また、債務引受限度額
は、事業費の管理を適切
に行うことができる範
囲を単位として、適正な
額を設定すること。 
②機構は、会社に対する
道路資産の貸付けに係
る貸付料については、機
構が収受する占用料そ
の他の収入と併せて、債
務の返済に要する費用
等を貸付期間内に償う
ものとなるよう定める
こと。 

その際、毎事業年度の
貸付料の額については、
会社が徴収する料金収
入及び高速道路の管理
費の将来の見通しを勘
案して定めること。 

また、計画管理費と実
績管理費とで乖離が発
生した場合には、その乖
離についての要因を分
析し、必要に応じて協定
変更をするなど適切な
対応を取ることにより、
適正な貸付料の算定を
図ること。 
③おおむね５年ごとに、
独立行政法人日本高速
道路保有・債務返済機構
法（平成 16 年法律第
100 号。以下「法」とい
う。）第 12 条第１項の業
務の実施状況を勘案し、
協定について検討を加
え、これを変更する必要
があると認めるとき、又
は大規模な災害の発生
その他社会経済情勢の
重大な変化があり、これ
に対応して協定を変更
する必要があると認め
るときは、債務の返済等
が確実かつ円滑に行わ
れるとともに、高速道路
の管理が適正かつ効率
的に行われるよう、必要
に応じて、適切な措置を
講ずること。 

う。）等を定める。 
なお、債務引受限度額のう

ち新設及び改築に係るもの
については供用予定区間を
単位とすることを基本とし、
修繕に係るものについては
修繕時期及び施設の長期的
な健全性を考慮して当該限
度額の設定単位を定め、各単
位ごとに適正な額を設定す
る。 

 
② 貸付料は、機構が収受す
る占用料その他の収入と併
せて、債務の返済に要する費
用等を貸付期間内に償うも
のとなるよう定める。 
また、毎事業年度の貸付料

の額は、会社が徴収する料金
収入から高速道路の管理費
を控除することにより算定
することとし、将来における
料金収入及び管理費を見通
した上で、その計画値をもっ
て算出する。 
なお、計画管理費と実績管

理費とで乖離が発生した場
合には、その乖離についての
要因を分析し、必要に応じて
協定変更をするなど適切な
対応を取ることにより、適正
な貸付料の算定を図る。 
 
③ おおむね５年ごとに、独
立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構法（平成
16年法律第100号。以下「法」
という。）第 12 条第１項の業
務の実施状況を勘案し、協定
について検討を加え、これを
変更する必要があると認め
るとき、又は大規模な災害の
発生その他社会経済情勢の
重大な変化があり、これに対
応して協定を変更する必要
があると認めるときは、債務
の返済等が確実かつ円滑に
行われるとともに、高速道路
の管理が適正かつ効率的に
行われるよう、必要に応じ
て、会社と協議の上、協定を
変更する。その際、高速道路
の新設、改築、維持、修繕、
災害復旧その他の管理の内

協定変更の内容、理
由等を分かりやす
く公表しているか 
 

民営化時点における承継債務の
総額を上回らないように定め
た。 
 貸付料は、機構が収受する占
用料その他の収入と併せて、債
務の返済に要する費用等を機構
の貸付期間内に償うものとなる
よう定めた。また、毎事業年度
の貸付料の額は、会社が徴収す
る料金収入から高速道路の管理
費を控除することにより算定す
ることとし、将来における料金
収入及び管理費を見通した上
で、その計画値をもって算出し
た。 
 
（1）管理の実地確認により管理
費の計画と実績の乖離について
要因を確認し、一時的な要因で
はなく、継続的に乖離が生じる
要因として労務費、材料費の高
騰等が確認されたことを踏ま
え、協定変更の際に適切に反映
した 。  
 
（2）協定変更の内容、理由等に
ついては、わかりやすくホーム
ページに公表し、透明性の確保
及び国民に対する説明責任を果
たした 。 
 
 
 

 引き続き、高速道路会社との

協定変更に当たっては、関係機

関の協力を得て、金利、交通量、

経済動向等の見直しについて最

新の知見に基づき十分に検討し

た上で、会社が行う管理の内容、

貸付料の額及び貸付期間、会社

が徴収する料金の額及びその徴

収期間、債務引受限度額等を適

切に定めるよう取り組むととも

に、変更内容を適時適切に公表

していく必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 



24 
 

なお、協定等の変更が
あった場合には、その内
容、理由等をわかりやす
く公表し、透明性の確保
及び国民に対する説明
責任を果たすこと。 

 
 

容、貸付料の額及び貸付期
間、会社が徴収する料金の額
及びその徴収期間、債務引受
限度額等の見直しその他の
措置を講ずる。さらに、これ
に基づき、業務実施計画（法
第 14 条第１項に規定する業
務実施計画をいう。以下同
じ。）を見直す。また、貸付
料の額又は会社が徴収する
料金の額が、法第 17 条に規
定する貸付料の額の基準又
は道路整備特別措置法（昭和
31 年法律第 7 号。以下「措
置法」という。）第 23 条に規
定する料金の額の基準に適
合しなくなったと認める場
合その他の業務等の適正か
つ円滑な実施に重大な支障
が生ずるおそれがある場合
においても、必要に応じて、
会社と協議の上、協定を変更
するなど、適切な措置を講ず
る。 

なお、協定等の変更があ
った場合には、その内容、
理由等をわかりやすく公表
し、透明性の確保及び国民
に対する説明責任を果た
す。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―２―④ 
２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 
④ 適切な債務残高管理 

業務に関連する政策・施

策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第２号 
承継債務の返済（返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。）を行うこと。 
独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第３号 
次条第一項に規定する協定に基づき会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要す

る費用に充てるために負担した債務を引き受け、当該債務の返済（返済のための借入れに係

る債務の返済を含む。以下同じ。）を行うこと。 
当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

有利子債務残

高（年度末） 

H29 年度末

に 29.4 兆円

以下 
30.0 兆円 29.3 兆円 28.7 兆円 28.2 兆円 27.4 兆円   予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  

         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  
         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  

         
行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 機構は、承継債務及び会

社から引き受けた債務の
早期の確実な返済を実施
するため、債務返済の見通
しについて、できる限り定
量的に把握し、特定更新等
工事に係る債務をその他
の債務と区分した上で常
時適切な債務の残高の管
理に努めるとともに、次に
掲げる点に留意すること。 
１）全国路線網に属する高
速道路（法第 13 条第 2 項
に規定する全国路線網に
属する高速道路をいう。
以下同じ。）に係る有利子
債務については、毎事業

承継債務及び会社から引
き受けた債務の早期の確実
な返済を実施するため、金
利、交通量等の変動を常時
注視し、債務返済の見通し
についてできる限り定量的
に把握することを通じて、
特定更新等工事に係る債務
をその他の債務と区分した
上で適切な債務の残高の管
理に努めるとともに、次に
掲げる点に留意する。 

 また、中期目標期間に会
社から引き受ける有利子債
務額 6.6 兆円を含め、当該
期間の期末時点における機
構の有利子債務残高を29.4

＜主な定量的指標＞ 
有利子債務残高 
 
＜その他の指標＞ 
適切な債務残高の管
理 
 
＜評価の視点＞ 
債務残高の管理を適
切に行っているか 

＜主要な業務実績＞ 
１）高速道路の利用動向や金利
動向の把握、交通量や料金収入
に影響を与える要因の分析を行
うなど、債務返済の見通しにつ
いてできる限り定量的に把握す
ることを通じて、適切な債務の
残高の管理に努めた。 
また、特定更新等工事に係る

債務をその他の債務と区分した
協定変更を行い、適切な債務の
残高の管理に努めた。 
(1) 本中期目標期間中（平成 28
年度まで）における会社の料
金収入は、各年度において計
画を約 7％から 12％上回った。 

(2) 本中期目標期間中（平成 28

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実
施し、計画を達成して
いるためＢとする。 

 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 収入の確保と債務残高の管

理に努め、平成 29 年度末時点

における機構の有利子債務残

高を29.4兆円以下とするとし

た中期目標における所期の目

標を達成すると見込まれるこ

とから、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、適切な債務残高

の管理に努めるとともに、収

入の確保と業務コストの縮減

を進め、確実な債務返済に取
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年度末における機構の債
務の残高が民営化時点に
おける承継債務の総額を
上回らないこと。 

２）首都高速道路（道路会
社法第 5 条第 2 項第 2 号
に定める高速道路をい
う。以下同じ。）及び阪神
高速道路（道路会社法第 5
条第 2 項第 5 号に定める
高速道路をいう。以下同
じ。）に係るそれぞれの有
利子債務については、毎
事業年度末における機構
の債務の残高が民営化時
点における承継債務の総
額を極力上回らないよう
努めること。 

３）各会社が高速道路の新
設、改築等に要する費用
に充てるために負担した
債務について機構が各会
社から引き受ける額（法
第 12 条第 1 項第 5 号又
は第 7 号の規定による無
利子貸付けにより行う災
害復旧に要する費用に係
るものを除く。）は、それ
ぞれ各会社から徴収する
貸付料を充てて返済する
ことができる範囲内であ
ること。 

４） 全国路線網に属する
高速道路にあっては、東
日本高速道路株式会社、
中日本高速道路株式会
社、西日本高速道路株式
会社及び本州四国連絡高
速道路株式会社から徴収
する貸付料を充てて返済
を行う債務の額を会社ご
とに試算し、各会社から
徴収する貸付料を充てて
行われるそれぞれの返済
の達成状況を把握し、そ
の内容を公表することと
し、各会社の経営責任の
明確化を図ること。 

５） 全国路線網に属する
高速道路以外の高速道路
にあっては、業務実施計
画（法第 14 条第１項に規
定する業務実施計画をい
う。）の対象となる高速道

兆円（業務実施計画の計画
値）以下とすることを目指
し、貸付料及び占用料その
他の収入の確保を図り、一
方で、国民負担の最小化を
図るため、安定的に低利で
の円滑な資金調達に努める
など、徹底した業務コスト
の縮減を進める。 
１）全国路線網に属する高
速道路（法第 13 条第 2 項
に規定する全国路線網に
属する高速道路をいう。以
下同じ。）に係る有利子債
務については、毎事業年度
末における機構の債務の
残高が民営化時点におけ
る承継債務の総額を上回
らないこと。 
２）首都高速道路（道路会
社法第 5 条第 2 項第 2 号
に定める高速道路をいう。
以下同じ。）及び阪神高速
道路（道路会社法第 5 条第
2項第5号に定める高速道
路をいう。以下同じ。）に
係るそれぞれの有利子債
務については、毎事業年度
末における機構の債務の
残高が民営化時点におけ
る承継債務の総額を極力
上回らないよう努めるこ
と。 
３）各会社が高速道路の新
設、改築等に要する費用に
充てるために負担した債
務について機構が各会社
から引き受ける額（法第
12 条第 1 項第 5 号又は第
7 号の規定による無利子
貸付けにより行う災害復
旧に要する費用に係るも
のを除く。）は、それぞれ
各会社から徴収する貸付
料を充てて返済すること
ができる範囲内であるこ
と。 
４） 全国路線網に属する高
速道路にあっては、東日本
高速道路株式会社、中日本
高速道路株式会社、西日本
高速道路株式会社及び本
州四国連絡高速道路株式
会社から徴収する貸付料

年度まで）における機構の貸
付料収入については、各年度
において計画を約 9％から
15％上回った。 

(3) 本中期目標期間中（平成 28
年度まで）における占用料、
連結料及び兼用工作物の使用
料収入については、法令等に
基づき徴収を行った結果、184
億円となった。 
なお、平成 27 年度において、

「高速道路利便施設の実施要
領」に基づき、5年に 1度の連
結料の改定を実施した。 
 

２）本中期目標期間（平成 28 年
度まで）に会社からの債務引受
額（有利子債務分）が 3兆 4,283
億円となり、また、貸付料収入
が 7 兆 9,861 億円に、支払利息
は 1 兆 6,621 億円となった。こ
の結果、平成 28 年度末時点にお
ける有利子債務残高は 27 兆
3,747 億円となった。 
 

３）全国路線網、首都高速道路
及び阪神高速道路に係る各年度
末における機構の有利子債務残
高は、いずれも民営化時点にお
ける承継債務の総額を下回っ
た。 
 
４）業務実施計画の対象となる
高速道路ごとの債務（全国路線
網に属する高速道路にあって
は、NEXCO３社及び本四会社から
徴収する貸付料を充てて返済を
行う債務の額を会社ごとに試算
した額）返済の各年度期首にお
ける達成状況を把握し、計画、
実績及びその差を差異の理由を
付して、記者発表及びホームペ
ージにより公表した。 
 
 
 
 
 
 

り組む必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
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路ごとの債務について、
各会社から徴収する貸付
料を充てて行われるそれ
ぞれの返済の達成状況を
把握し、その内容を公表
することとし、各会社の
経営責任の明確化を図る
こと。 

を充てて返済を行う債務
の額を会社ごとに試算し、
各会社から徴収する貸付
料を充てて行われるそれ
ぞれの返済の達成状況を
把握し、その内容を公表す
ること。 
５） 全国路線網に属する高
速道路以外の高速道路に
あっては、業務実施計画の
対象となる高速道路ごと
の債務について、各会社か
ら徴収する貸付料を充て
て行われるそれぞれの返
済の達成状況を把握し、そ
の内容を公表すること。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―２―⑤ 
２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 
⑤ 会社からの債務引き継ぎ 

業務に関連する政策・施

策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１５条第１項 
機構は、高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法第五十一条第二項から第四項 まで

の規定により機構に帰属する時において、前条第一項の認可を受けた業務実施計画（同項後

段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「認可業務実施計画」

という。）に定められた機構が会社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する

費用に係る債務の限度額の範囲内で、会社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧

に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならない。 
当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  
         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  

         
行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 会社が実施した高速

道路の新設、改築、修繕
又は災害復旧の費用を
機構が会社から債務と
して引き継ぐ際、より適
切に機構に移管される
よう、実地を含めた確認
を一層的確かつ厳正に
行うとともに、国民に対
して適切に運用がなさ
れていることを分かり
やすく説明するなど透
明性の向上を図ること。
なお、当該取組について
は、機構がリーダーシッ
プを持って、協定の相手
方である各会社と連携

会社が実施した高速道
路の新設、改築、修繕又
は災害復旧の費用を機構
が会社から債務として引
き継ぐ際、より適切に機
構に移管されるよう、実
地を含めた確認を一層的
確かつ厳正に行うととも
に、国民に対して適切に
運用がなされていること
を分かりやすく説明する
など透明性の向上を図
る。なお、当該取組につ
いては、機構がリーダー
シップを持って、協定の
相手方である各会社と連
携しつつ、推進する。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 

 
＜その他の指標＞ 
会社からの債務の引
き継ぎの的確性、厳
正性 

 
＜評価の視点＞ 
会社からの債務の引
き継ぎが的確かつ厳
正に行われている
か。 
透明性の向上をはか
っているか 

＜主要な業務実績＞ 
１）各年度に債務引受のあった
高速道路の新設、改築、修繕、
災害復旧事業及び特定更新等工
事について、当該年度における
各事業の債務引受限度額と債務
引受額の差額とその理由を記者
発表及びホームページにより公
表した 
 
２）本中期目標期間中（平成 28
年度まで）の債務引受について、
3 兆 7,351 億円（新設・改築 2
兆 6,121 億円、修繕 1 兆 735 億
円、災害復旧 197 億円、特定更
新等工事 298 億円）の債務引受
け契約（無利子債務 3,068 億円

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を
実施し、計画を達成
しているためＢとす
る。 

 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 高速道路会社から債務及び資産

を引き受けるにあたり、引受額及

び資産内容を確認しており、また、

各事業の債務引受額の差額及びそ

の理由をホームページで公開し、

透明性の確保にも取り組んでお

り、中期目標における所期の目標

を達成すると見込まれることか

ら、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、高速道路会社から債
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しつつ、推進すること。 含む）を行った。会社から債務
を引き受ける際には、平成 17 年
10 月に６会社と締結した「高速
道路資産の機構への帰属・債務
の引受の運用について」に基づ
き作成された事業費内訳等の書
類により、引受額が適正な額で
あることを確認した。 
  
３）本中期目標期間中（平成 28
年度まで）の資産引受について、
644 件（新設・改築 284 件、修繕
176 件、災害復旧 41 件、特定更
新等工事28件、承認工事115件）
の資産の帰属を行った。その際
には、資産管理作業マニュアル
に基づき、チェックシートを活
用しつつ、書類、現地の写真等
により道路資産の内容を適切に
確認した。 
また、引受資産の現地確認につ
いては、新設・改築等のうち債
務引受額が大きいもの等に係る
確認を 112 件（年平均約 28 件）
実施した。 
 
４）月次資産データについて、
資産管理作業マニュアルに基づ
き、内容を確認した。 
 
５）道路資産について、棚卸実
施マニュアルに基づき、本中期
目標期間中（平成 28 年度まで）
に実地棚卸を 52 箇所で実施し
た。 
 

務及び資産を引き受けるにあたっ

ては、引受額及び資産内容の確認

を厳正に行うとともに、透明性の

向上に取り組む必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 
 

  

４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―２―⑥ ２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 
⑥ ＳＡ・ＰＡの維持管理における関連事業の費用負担の適正化 

業務に関連する政策・施

策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第２号 
承継債務の返済（返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。）を行うこと。 
同項第３号 
次条第一項に規定する協定に基づき会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要す

る費用に充てるために負担した債務を引き受け、当該債務の返済（返済のための借入れに係

る債務の返済を含む。以下同じ。）を行うこと。 
当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  

         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  
         行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 債務の確実な返済のた

め、SA・PA の維持管
理における関連事業の
費用負担の適正化、計
画の変更等に伴い発生
する不要資産の売却等
を図ること。 

債務の確実な返済の
ため、SA・PA の維持
管理における関連事
業の費用負担の適正
化を図る。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
関連事業の費用負
担の適正化のため
の取組み状況 
 
＜評価の視点＞ 
費用負担の適正化
のための取組みが
着実に行われてい
るか 

＜主要な業務実績＞ 
最新の利用状況調査の結果を

踏まえた負担割合を、協定変更の
際に反映した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実施
し、計画を達成しているた
めＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 費用負担の適正化にあたり、会

社と連携して、最新の利用状況の

調査結果を反映した負担割合を算

出し、協定変更を行っていること

から、中期目標における所期の目

標を達成すると見込まれることか

ら、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、ＳＡ・ＰＡの維持管

理における関連事業の費用負担の

適正化について検討を進める必要
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がある。 
  
＜その他事項＞ 
特になし 

 

  

４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―２―⑦ 
２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 
⑦ 資金調達の多様化 

業務に関連する政策・施

策  
当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第２２条第１項 
機構は、第十二条第一項第二号及び第三号に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土

交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務返済機構債券（以

下この章において「債券」という。）を発行することができる。 
当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

Ａ 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  
         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  

         
行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 債務返済に係る借換

資金等の資金調達に当
たっては、将来の借換え
に伴う金利上昇リスク
を軽減することに加え、
支払利子を圧縮する観
点から、例えば金利の変
動状況を踏まえつつ短
期の債券の発行を行う
など、調達の多様化に努
めること。 

債務返済に係る借
換資金等の資金調達
に当たっては、将来の
借換えに伴う金利上
昇リスクを軽減する
ことに加え、支払利子
を圧縮する観点から、
例えば金利の変動状
況を踏まえつつ短期
の債券の発行を行う
など、調達の多様化に
努める。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
金利上昇リスクの
軽減、調達の多様化 
 
＜評価の視点＞ 
市場環境を踏まえ、
必要資金を安定的
かつ確実に調達で
きているか。また、
調達の安定性向上
や低利調達の追求
等を目指した多様
化が図られている
か 

＜主要な業務実績＞ 
１）資金調達については、将来
の借換えに伴う金利上昇リスク
を軽減する観点から、長期・固
定の資金調達を基本としつつ、
金融情勢を踏まえ、超長期年限
による調達の拡充に取り組ん
だ。 
 
２）上記方針のもと、6年ぶりの
30 年財投機関債の発行（平成 25
年度）、期間 15 年・20 年の民間
借入金の実行（平成 26 年度・27
年度）、6年ぶりの 40 年財投機関
債及び政府保証債の発行（平成
27 年度）、さらには財投機関債で
初となる 40年利子一括払債を発
行（平成 28 年度）し、調達の多
様化を達成した。 
なお、平成 26 年度及び平成 27

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
今後の金利上昇リスク

を軽減する観点から、長
期・固定の資金調達を基本
としつつ、市場環境を踏ま
え、特に超長期年限による
調達の拡充に取り組んだ。 
債券より低利な超長期の
民間借入の実行、財投機関
債では初となる 40 年利子
一括払債の発行など、調達
の多様化も達成した。 
これにより、毎年、兆単

位の資金を安定的に調達
し、債務返済の確実性を高
めるとともに、本中期目標
期間中、平成 28 年度の調
達実績は、平均調達年限を
22.1 年（平成 24 年度 11.8

評定 Ａ  
＜評定に至った理由＞ 
 積極的かつ幅広いＩＲ活動を通

じて新たな投資需要を掘り起こ

し、超長期の民間借入の実行、財

投機関債では初となる 40 年利子

一括払債の発行など、調達の多様

化を達成し、これにより平均調達

年限を平成 28 年度時点において

22.1 年(平成 24 年度:11.8 年)に長

期化させつつ、平均調達利率は

0.40％(平成 24 年度:0.95％)と低

い水準を達成していること。 
また、40 年債の財投機関債の発

行が超長期債市場の活性化に寄与

したことや、40 年利子一括払債の
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年度に実施した 民間借入金は、
調達コストの競争入札方式を採
用すること等により、債券発行
よりも更に低利な調達を実現し
たものになる。 
 
３）超長期年限の購入層拡大に
向け、大手生命保険に加えて、
全国の市町村・財団法人・事業
法人等に積極的な IR活動を行う
など、幅広い投資家の需要を掘
り起した。 
 
４）本中期目標期間中（平成 28
年度まで）の実績として総額 8
兆 2,080 億円（政府保証債 6 兆
5,330 億円、財投機関債 1 兆
5,800億円、民間借入金950億円）
の資金を調達した。 
 
５）上記取組等により、平成 28
年度の調達実績は、平均調達年
限を 22.1 年（平成 24 年度 11.8
年）に長期化させつつ、平均調
達利率は 0.40％（同 0.95％）と
低い水準を達成した。 
 
６）上記の資金調達の結果、本
中期目標期間中、平成 28 年度末
における債務残高の平均残存年
限を 8.0 年（平成 24 年度末 6.8
年）に長期化させつつ、有利子
債務残高の平均利率は 1.28%（同
1.49%）に低下させた。 
 
 
 

 
 

年）に長期化させつつ、平
均調達利率は 0.40％（同
0.95％）と低い水準を達成
した。 
また、本中期目標期間

中、平成 28 年度末におけ
る債務残高については、平
均残存年限を 8.0 年（平成
24 年度末 6.8 年）に長期
化させつつ、有利子債務残
高の平均利率は 1.28%（同
1.49%）に低下させた。 

 
これらを踏まえＡ評価

とする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 

発行による市場環境に合わせた商

品の新規性について、外部より表

彰を受けたことなど、中期目標に

おける所期の目標を上回る成果が

得られると見込まれることから、

Ａ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、多額の資金を低利か

つ安定的に調達できるよう、調達

の多様化等に取り組む必要があ

る。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 
４．その他参考情報 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―３ ３ 会社に対するスマートＩＣの整備及び首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築又は修繕のための無利子貸付け 

  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第４号 
首都高速道路（道路会社法第五条第二項第二号 に定める高速道路をいう。以下同じ。）の新

設若しくは改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政府若しくは政

令で定める地方公共団体から受けた出資金又は阪神高速道路（同項第五号 に定める高速道

路をいう。以下同じ。）の新設若しくは改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべき

ものとして政府若しくは政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源として、それぞ

れ、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対し、首都高速道路又は阪神高速道

路の新設又は改築に要する費用の一部を無利子で貸し付けること。 
独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第６号 
国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路のうち当該高速道路と道路（高

速道路を除く。）とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充て

る資金の一部を無利子で貸し付けること。 
当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  

         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  
         行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 機構が国から交付され

るスマート IC の整備の

ための補助金及び国又は

首都高速道路若しくは阪

神高速道路に係る出資地

方公共団体から交付され

る首都高速道路又は阪神

高速道路の新設、改築又

は修繕のための出資金又

は補助金について、国等

国から交付されるス

マート IC の整備のた

めの補助金及び国又は

首都高速道路若しくは

阪神高速道路に係る出

資地方公共団体から交

付される首都高速道路

又は阪神高速道路の新

設、改築又は修繕のた

めの出資金又は補助金

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
無利子貸付けの

遅滞なき実施 
 
＜評価の視点＞ 
補助金が交付さ

れた場合に、会社

＜主要な業務実績＞ 
１）平成 26 年度に創設された
スマート IC 整備のための補助
金については、国および NEXCO
３社と協力し、効率的な事務手
続に努め、遅滞なく会社に対し
無利子貸付けを実施した。 
 
２）首都高速道路及び阪神高速
道路に係る新設等の費用に充
てるため国及び出資地方公共
団体から交付された出資金に

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実施

し、計画を達成している

ためＢとする。 
  
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 遅滞なく高速道路会社に対する

無利子貸付けを実施しており、中

期目標における所期の目標を達成

すると見込まれることから、Ｂ評

定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、無利子貸付けに係る
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と緊密な連携の下、これ

らの資金を財源とした会

社に対する適切な無利子

貸付けの貸付計画を策定

するとともに、当該出資

金又は補助金が交付され

た場合には、会社による

事業が速やかに実施され

るよう、事務手続の効率

化に配慮し、遅滞なく会

社に対し無利子貸付けを

実施すること。 

について、国等と緊密

な連携の下、これらの

資金を財源とした会社

に対する適切な無利子

貸付けの貸付計画を策

定するとともに、当該

出資金又は補助金が交

付された場合には、会

社による事業が速やか

に実施されるよう、国、

当該出資地方公共団体

及び会社と協力し、効

率的な事務手続に努め

ることとし、遅滞なく

会社に対し無利子貸付

けを実施する。 
 

に対する無利子

貸付けを遅滞な

く行っているか 
 

ついては、国、地方公共団体及
び首都・阪神会社と協力し、効
率的な事務手続きに努め、遅滞
なく会社に対し無利子貸付け
を実施した。 
 

補助金又は出資金が交付された場

合には、遅滞なく高速道路会社に

無利子貸付けを行うよう取り組む

必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 
４．その他参考情報 
 特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―４ ４ 会社に対する災害復旧のための無利子貸付け 

業務に関連する政策・施

策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第５号 
国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路の災害復旧に要する費用に充

てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 
独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第７号 
首都高速道路の新設、改築、修繕若しくは災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充て

るべきものとして政令で定める地方公共団体から交付された補助金又は阪神高速道路の新

設、改築、修繕若しくは災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして

政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源として、それぞれ、首都高速道路株

式会社又は阪神高速道路株式会社に対し、首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修

繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 
当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  

         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  

         
行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 機構は、国又は首都高速

道路若しくは阪神高速道

路に係る出資地方公共団

体から災害復旧に要する

費用に充てる資金の一部

に充てるべきものとして

補助金が交付された場合

には、会社による速やかな

災害復旧及び安全かつ円

滑な交通の確保に資する

よう、事務手続の効率化に

配慮し、遅滞なく会社に対

し無利子貸付けを実施す

国又は首都高速道路若

しくは阪神高速道路に係

る出資地方公共団体から

災害復旧に要する費用に

充てる資金の一部に充て

るべきものとして補助金

が交付された場合には、会

社による速やかな災害復

旧及び安全かつ円滑な交

通の確保に資するよう、

国、当該出資地方公共団体

及び会社とも協力し、効率

的な事務手続に努めるこ

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
無利子貸付けの遅滞

なき実施 
 
＜評価の視点＞ 
補助金が交付された

場合に、会社に対する

無利子貸付けを遅滞

なく行っているか。 
 

＜主要な業務実績＞ 
平成 28 年度において、

第二次補正予算で予算成
立した有料道路災害復旧
事業（熊本地震災害復旧補
助金 34,195 百万円）につ
いて、国及び NEXCO 西日本
と協力し、効率的な事務手
続に努めて、遅滞なく
NEXCO西日本に対して無利
子貸付けを実施した。 
 
 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実施

し、計画を達成している

ためＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 平成 28 年度には、熊本地震災

害復旧に際し、遅滞なく NEXCO
西日本に対する無利子貸付けを実

施しており、中期目標における所

期の目標を達成すると見込まれる

ことから、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、災害復旧に要する費
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ること。 ととし、遅滞なく会社に対

し無利子貸付けを実施す

る。 
 

用に充てる資金の一部に充てるべ

きものとして補助金が交付された

場合には、遅滞なく高速道路会社

に対し無利子貸付けを実施する必

要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―５ ５ 高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための仕組み 

業務に関連する政策・施

策  
当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第８号 
会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減

を助長するため、必要な助成を行うこと。 
当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  
         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  
         行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 ①コストの縮減は国民

負担の軽減に寄与する

ものであり、その成果

は国民に還元されるべ

きものであることか

ら、会社が、適正な品

質や管理水準を確保し

た上で経営努力による

高速道路の新設、改築、

維持、修繕その他の管

理に要する費用の縮減

を行うよう、会社に促

す仕組みを適正に運用

すること。また、この

仕組みを通じて安全性

や資産価値の向上等を

図るための新技術の開

発等を会社に促すこ

と。 

①コストの縮減は国民

負担の軽減に寄与する

ものであり、その成果は

国民に還元されるべき

ものであることから、会

社が、適正な品質や管理

水準を確保した上で高

速道路の新設、改築及び

修繕に係る債務引受額

の縮減を行うよう、協定

において、会社の経営努

力によって生じる縮減

額の一部に相当する額

について、会社に対して

助成を行う仕組みを適

正に運用するとともに、

この仕組みを通じて安

全性や資産価値の向上

等を図るための新技術

＜主な定量的指標＞ 

特になし 
 
＜その他の指標＞ 
助成制度の適正

な運用。運用状

況の透明性の向

上。 
 
＜評価の視点＞ 
助成制度を適正
に運用している
か。会社が積極
的に制度を活用
できるような取
組みを行ってい
るか。また、制
度を通じて新技
術の開発につな
がっているか。 

＜主要な業務実績＞ 
１）本中期目標期間中（平成 28 年
度まで）に助成委員会を計 10 回開
催し、経営努力要件に適合すると判
断された 149 件について認定を行
い、これらにより約 400 億円のコス
ト縮減が見込まれている。 
  
２）これまでに経営努力要件適合性
を認定したもののうち、本中期目標
期間中（平成 28 年度まで）に支払
要件を満たした 85 件について、助
成金（約 27 億円）を交付した。 
 
３）本目標期間中（平成 28 年度ま
で）に開催した助成委員会の議事概
要、委員会資料をホームページに掲
載し、透明性の向上を図った。また、
これまでの助成委員会で審議され
た新技術等を検索・閲覧できるシス
テムを通じて、各会社に対して新技

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ  
・本目標期間に経営努力要
件適合性を認定した 149
件により、約 400 億円の
コスト縮減が見込まれて
いる。 
・助成委員会において審議
された「トンネル高規格支
保工」等の新技術は、本目
標期間に新たに 49 件（民
営化以降計 146 件）が認
定され、これらの一部は会
社において標準化される
等、継続的なコスト縮減が
図られている。 
・さらに、修繕工事におい
ては、短期間であらかじめ
修繕工事計画書を作成す
るのが困難などの理由に
より、会社は制度を活用し

評定 Ａ  
＜評定に至った理由＞ 
 修繕・特定更新等工事の助成

手続きについて、会社が制度を

より積極的に活用できるよう、

平成 27 年度末に制度改正をし

ており、更に、平成 28 年度末ま

でに経営努力要件適合性の認定

を行ったものについては、前中

期目標期間を大幅に上回る約

400億円(前中期目標期間:約 100
億円)のコスト縮減が見込まれて

いる。この助成制度を通じて新

技術の開発等を促進するととも

に、その結果をホームページに

公表するなど、情報共有を図る
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②助成対象額の算定及

び助成対象技術の標準

化の促進については、

機構がリーダーシップ

を持って、協定の相手

方である各会社と連携

しつつ、過去の助成案

件を踏まえて適切に実

施するとともに、国民

に対して適切に運用が

なされていることを分

かりやすく説明するな

ど透明性の向上を図る

こと。 

の開発等を会社に促す。

また、貸付料の額を固定

することにより、維持、

修繕その他の管理に要

する費用（債務引受額に

係るものを除く。）の縮

減が、直接会社の業績に

反映される仕組みとし、

協定の適切な見直しを

通じてその成果を国民

に還元する。 

 

②助成対象額の算定

及び助成対象技術の標

準化の促進については、

機構がリーダーシップ

を持って、協定の相手方

である各会社と連携し

つつ、過去の助成案件を

踏まえて適切に実施す

るとともに、国民に対し

て適切に運用がなされ

ていることを分かりや

すく説明するなど透明

性の向上を図る。 

その運用状況に

ついて国民に分

かりやすく説明

しているか。 
 

術等の活用、標準化を含め、コスト
縮減の取組への積極的な活用を促
した。 
 
４) 平成 27 年度に、修繕事業が短
期間であらかじめ修繕工事計画書
を作成するのが困難などの理由に
より、会社は制度を活用し難い状況
であったため、修繕工事計画書の提
出時期や提出内容を見直すなどの
制度改正を実施した。あわせて、特
定更新等工事についても、新設・改
築事業や見直し後の修繕事業の手
続きとすることにより、制度を積極
的に活用できるようにするなど、メ
ンテナンス時代に即した制度とな
るよう必要な措置を図った。 
 また、制度改正以降も、これまで
申請実績の無かった会社や担当部
署への支援を断続的に実施すると
ともに、更なる改善に向けた会社と
の意見交換の場を設けた。この結
果、修繕・特定更新等工事について
は、これまで助成申請の無かった会
社を含めた全６会社から、修繕工事
12 件、特定更新等工事２件の計 14
件の工事計画書が既に提出され、そ
のうち審議準備の整った修繕工事
２件、特定更新等工事２件を平成
28 年度の助成委員会で審議し、経
営努力要件適合性を認定した。 
 

 

 
 

難い状況であったため、修
繕工事計画書の提出時期
や提出内容を見直すなど
の制度改正を平成 27年度
に実施した。あわせて、特
定更新等工事についても、
新設・改築工事や見直し後
の修繕工事の手続きとす
ることにより、制度を積極
的に活用できるようにす
るなど、メンテナンス時代
に即した制度となるよう
必要な措置を図った。ま
た、制度改正以降も、これ
まで申請実績の無かった
会社や担当部署への支援
を断続的に実施するとと
もに、更なる改善に向けた
会社との意見交換の場を
設けた。この結果、修繕・
特定更新等工事について
は、これまで助成申請の無
かった会社を含めた全６
会社から計 14 件の工事計
画書が既に提出され、その
うち審議準備の整った４
件を審議し、経営努力要件
適合性の認定を行った。 
 
これらを踏まえて、Ａ評

価とする。 
 
 

＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

ことで新技術の普及にも寄与し

ており、中期目標における所期

の目標を上回る成果が得られる

と見込まれることから、Ａ評定

とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、高速道路会社がよ

り活用しやすい制度となるよ

う、助成制度の今後のあり方に

ついて検討を行う必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者意見） 
 新技術の開発を促す非常に良

い制度であり、今後、新技術等

を他の公共工事に展開すること

を期待したい。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―６ ６ 道路整備特別措置法に基づく道路管理者の権限の代行その他の業務 

業務に関連する政策・施

策  
当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第９号 
会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道路整備特別

措置法 （昭和三十一年法律第七号）及び災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三

号）に基づき当該高速道路についてその道路管理者（道路整備特別措置法第二条第三項 に
規定する道路管理者をいう。以下同じ。）の権限の代行その他の業務を行うこと。 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  

         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  

         
行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 ①道路整備特別措置法

（昭和 31 年法律第７

号）に基づく道路管理

者の権限の代行その他

の業務について、会社

その他の関係機関と密

接な連携を図りつつ、

適正かつ効率的に実施

すること。 

また、その事務手続

の在り方については、

継続的に点検を行い、

必要に応じて見直しを

実施すること。 

 

②車両制限令違反車両

の取締りの強化を図る

とともに、特車関連情

報、通行止めに係る情

①措置法に基づく道路

管理者の権限の代行そ

の他の業務について、現

地の状況を熟知してい

る会社その他の関係機

関と密接な連携を図り

つつ、通行止め等の行政

措置を遅滞なく実施す

る。この手続を適正かつ

効率的に行うため、会社

と協力して情報連絡体

制を構築する。 

また、道路占用又は高

速道路への連結の許可

に当たっては、適切な道

路管理を確保しつつ、道

路を利用した国民への

サービス向上が図られ

るよう、制度の適切な運

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
①権限代行その

他の業務につい

て 
・行政措置の実施

状況 
・制度の運用状況 
・業務の効率化 
②車両制限令違

反車両の取締り

強化 
 
＜評価の視点＞ 
・会社と連携しつ

つ、行政権限が適

正かつ円滑・効率

＜主要な業務実績＞ 
  
１）事務手続きの簡素化・包括化 
(1) 権限代行業務（※）6,300 件（Ｈ
28.10 からＨ29.3 末）の約 9割に相
当する 5,400 件については、許可等
に際しての判断基準等をチェック
リスト化し、その適合性を会社で予
め適切に確認できるようにするこ
とで、事務手続きの標準化・効率化
を図った。これにより、機構から会
社への問合せが大幅に減少したた
め、手続きに要する時間が約４分の
１に短縮されるなど、機構と会社の
事務処理を効率化し、申請者の利便
向上を図った。 
※取締り現場での対応を要する車
限令違反措置命令と、他の道路管理
者が申請書類を受付けている特殊
車両通行協議回答を除く 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
①事務手続きの簡素化 
・権限代行業務のうち、定

型化が可能となる約 9 割

を対象としてチェックリ

スト化を行い、許可時に

必要な確認項目を明確に

した結果、機構から会社

への問合せが大幅に減少

したため、手続きに要す

る時間が約４分の１に短

縮されるなど、機構と会

社の事務の効率化が図ら

れた。 
 
・定型化が困難な業務につ

いては、事前相談を制度

化するとともに、事例集

評定 Ａ  
＜評定に至った理由＞ 
 平成 25 年度に道路管理事務

の迅速かつ円滑な運用を目的

とした道路管理マニュアルを

作成、平成 28 年度には特車・

占用許可等手続きをチェック

リスト化することによる確認

作業・必要書類の不備に伴う作

業の軽減、特殊車両通行許可等

の包括化等を実施することに

より、権限代行手続きの事務の

迅速化・効率化が図られた。ま

た、車両制限令違反車両への即

時告発制度の構築・運用(平成

27 年度)など、平成 27 年度に行
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報等の機構が把握する

各種の情報を、利用者

の利便の向上につなが

るよう会社や他の道路

管理者とも連携しつ

つ、積極的にその活用

を図ること。 

用に努める。 

なお、その事務手続の

在り方については、継続

的に点検を行い、必要に

応じて見直しを実施す

る。 

 

②車両制限令違反車両

の取締りの強化を図る

とともに、特車関連情

報、通行止めに係る情報

等の機構が把握する各

種の情報を、利用者の利

便の向上につながるよ

う会社や他の道路管理

者とも連携しつつ、積極

的にその活用を図る。 

的に実施できた

か 
 

（2）定型化が困難な業務については、
事前相談を制度化するとともに、事
例集（26 件掲載）の作成を通じて、
機構の考え方や判断基準を会社と
共有することにより、審査の円滑化
を図った。 
 

（3）上記運用開始後、会社の事務手
続の運用状況を確認し、さらなる改
善として、会社と協議して道路占用
のチェックリストの記載内容を合
理化するとともに、占用廃止後の原
状回復に不適当な場合の措置（物件
の残置）について新たにチェックリ
スト化した。 

 
（4）国道管理者など高速道路以外の
管理者に対し高速道路に関する特
車許可の判断基準をあらかじめ提
示することにより、許可申請を受け
付けた道路管理者が機構へ協議す
ることなく包括的に判断すること
が可能となる措置を講じており、本
中期目標期間中（平成 28 年度まで）
に２回の基準の見直しを行った。判
断基準の拡大等が無ければ平成 28
年度は約7,500件の協議が想定され
るところ、約 5,600 件にとどまって
おり、高速道路以外の管理者も含め
事務の効率化が図られるとともに
申請者の利便向上にも寄与した。 

 
【基準の見直し内容】 

平成 26 年度 

・積荷のはみ出し部を含めた長さ（全長）

に基準を変更 

・会社が異なる複数の高速道路を通過する

場合を対象として追加 

平成 28 年度 

・対象となる車両の長さを 19m から 21m に

拡大 

・機構への協議を行うことなく不許可とで

きる範囲の設定 
 
 
（5）道路管理事務の迅速かつ円滑な
運用を目的として平成 25 年度高速
道路管理実施マニュアル（道路管理
編）を作成し、更に、平成 28 年度
事務の簡素化・包括化を踏まえて改
訂を行った。 

 
２）特車等関連システム導入による事
務効率化 

の作成を通じて、機構の

考え方や判断基準を会社

と共有することにより、

審査の円滑化を図った。 
 
②特殊車両通行許可等手

続きの包括化 
・判断基準の拡大により平

成 28 年度は他の道路管

理者から約 7,500 件の協

議が想定されるところ、

約 5,600 件にとどまって

おり、道路管理者間の事

務手続きの効率化・迅速

化により許可申請者の利

便向上が図られた。 
 
③車両制限令違反車両へ

の対応の強化 
・車限令違反者に対する指

導取締りの強化を図り、

道路構造の保全や交通の

危険防止に寄与してい

る。 
 
④特殊車両の通行許可事

務等のシステム化 
・平成 28 年度上期に完了

した概略検討を踏まえ、

システムの基本設計に着

手し、そのうち、違反情

報集計システムについて

基本設計を完了した。   
 （平成 30 年度初頭の運

用開始に先立ち、違反情

報システムは平成 29 年

度半ばに運用開始予定） 
 
 
これらを踏まえＡ評価

とする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

われた「高速道路機構・会社の

業務点検」において指摘された

内容について迅速に取り組ん

でおり、中期目標における所期

の目標を上回る成果が得られ

ると見込まれることから、A 評

定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 権限の代行その他の業務は、

法律の範囲内でできる限り会

社に業務を委任するとともに、

事務手続きの更なる簡素化・シ

ステム化等について検討する

ことにより、利用者の利便増進

を図る必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者意見） 
権限代行事務の手続きの簡

素化は以前からの課題であり、

チェックリスト化等により、現

場における事務の簡素化・効率

化に取り組んでおり評価でき

る。 
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特殊車両の通行許可事務は、平成 28
年度は約 4,600 件と、その件数は民営
化当時の約 2倍となり、年々増加して
いることから、事務の効率化に向け
て、特車等関連システムの開発を推進
することとした。このうち、特車許可
支援システムについては基本設計の
契約を締結し、違反情報集計システム
は、平成 29 年度早期に詳細設計及び
機器調達業務を発注できるよう、基本
設計を完了させた。 

 
３）占用許可事務手続きの委託化及び
占用入札制度導入 
平成 27 年 4 月 1 日施行の改正道路

法により、占用許可事務の円滑かつ効
率的な実施を確保するため事務を会
社に委託することとされ、会社と委託
契約を締結のうえ実施要領を定め、事
務委託を開始した。また、占用料の多
寡等により占用者を選定する占用入
札制度が導入され、占用許可事務と併
せて会社と委託契約を締結した。 
平成 28 年度に松山道の高架下を対

象に、高速道路において初となる占用
入札を実施し、占用許可を行った。そ
の他占用希望者が見込まれる案件に
ついて、入札占用指針案の策定等の入
札に向けた手続きを進めた。 
 
４）高速道路利便施設における民間事
業者等の参入促進 
国や関係機関と連携し、平成 25 年

12 月高速道路利便施設の連結に係る
実施要領を改正し、民間事業者等の参
入促進を図った。また、改正した実施
要領に基づき、会社と連携してホーム
ページによりＳＡ・ＰＡの情報提供を
速やかに実施した。 
 

５）車両制限令違反車両への対応の強
化 
平成 27 年度に車限令違反車両への

対応を強化した新たな枠組みの下で、
会社が実施する違反車両の取り締ま
りと連携して、積載物分載・減載命令、
通行の中止命令、悪質な重量超過を行
った者の即時告発などを実施した。 
 

〇違反車両の指導・取締りの徹底 
  ・重大な重量制限違反者に対し、積

載物の分載・軽減の実施 
・機構において高速道路全体の運行

会社等の違反回数を集計し、これ
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に応じて会社が指導を実施 
（違反回数によって段階的に、警告
書の発出、是正指導書の手交） 

・車両総重量が基準の 2倍以上とな
る車両に対する「即時告発」の実
施 

 
６）通行の禁止措置の迅速な実施 
平成 26 年度、地震や大雨の場合に

は、あらかじめ会社からの通行止めの
措置の要請とそれに対する機構の措
置を行っておく仕組みを構築するこ
とにより、一定の基準値に達した時点
で速やかに通行止めを実施した。 
 

７）災対法に基づく道路啓開の迅速な

実施 

平成 26 年に改正された災害対策基
本法の施行に合わせ、高速道路におい
て災害時の道路啓開措置を迅速に実
施するため、機構は、会社からの要請
に基づき直ちに車両の移動命令等の
措置を行い、これに従わない運転者が
いる場合には会社が機構に代わって
移動等を行うための機構・会社間の委
託契約を締結するとともに、運用に必
要な手引きを作成し、権限行使のため
の新たな枠組を構築した。 
なお、これまでに平成 26 年度 5 路

線、平成 28 年度 4路線に適用した。 
 
８）機構本部被災時における円滑な権
限代行の実施 
権限代行業務について、大規模災害等
により機構本部が被災し、防災業務計
画に定められた継続業務の遂行が困
難となった場合には、業務を継続させ
るために、会社において手続きを実施
できるよう、会社と連携して適切に運
用できる仕組みを構築した。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―７ ７ 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に規定する業務 

業務に関連する政策・施

策  
当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項１０号 
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法（昭和五十六

年法律第七十二号）に規定する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、難易

度    

 
２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【鉄道勘定】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 2,420 10,822 4,107 7,114  
         決算額（百万円） 1,338 1,598 2,636 3,314  
         経常費用（百万円） 8,704 8,561 8,639 8,646  

         経常利益（百万円） 137 344 142 98  

         
行政サービス実

施コスト（百万円） 569 352 459 531  

         従事人員数 1 1 1 1  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 本州四国連絡橋の建

設に伴う一般旅客定期
航路事業等に関する特
別措置法（昭和 56 年
法律第 72 号）に規定
する業務の実施に当た
っては、本州四国連絡
高速道路株式会社と連
携を図りつつ、本州四
国連絡橋の建設に伴う
一般旅客定期航路事業
等に係る影響の軽減を
図ること。 

 

本州四国連絡橋の
建設に伴う一般旅客
定期航路事業等に関
する特別措置法（昭和
56 年法律第 72 号）に
規定する業務の実施
に当たっては、本州四
国連絡高速道路株式
会社と連携を図りつ
つ、本州四国連絡橋の
建設に伴う一般旅客
定期航路事業等に係
る影響の軽減を図る。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
本州四国連絡高速
道路株式会社との
連携及び本州四国
連絡橋の建設に伴
う一般旅客定期航
路事業等に係る影
響の軽減 
 
＜評価の視点＞ 
本州四国連絡高

速道路株式会社と
密に連携を図りつ
つ協力し、本州四国
連絡橋の建設に伴
う一般旅客定期航

＜主要な業務実績＞ 
本中期目標期間中、平成

28 年度末までにおいて、本
州四国連絡橋の新たな建設
がなかったため、本州四国連
絡橋の建設に伴う一般旅客
定期航路事業等に関する特
別措置法（昭和 56 年法律第
72 号）に規定する業務は生
じなかった。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 
 
 
 
＜課題と対応＞ 
 

評定 －  
＜評定に至った理由＞ 
－ 
＜今後の課題＞ 
特になし 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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路事業等に係る影
響の軽減が図られ
ているか。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―８ ８ 本州四国連絡鉄道施設に係る業務 

業務に関連する政策・施

策  
当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第２項 
一  本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。  
二  前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。  
三  前二号の業務に附帯する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、難易

度    

 
２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【鉄道勘定】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 2,420 10,822 4,107 7,114  
         決算額（百万円） 1,338 1,598 2,636 3,314  
         経常費用（百万円） 8,704 8,561 8,639 8,646  

         経常利益（百万円） 137 344 142 98  

         
行政サービス実

施コスト（百万円） 569 352 459 531  

         従事人員数 1 1 1 1  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 本州と四国を連

絡する鉄道施設の
管理を適切に行う
こと。 

なお、本州四国連
絡橋（本四備讃線）
（以下「本四備讃
線」という。）の耐
震補強事業につい
ては、着実に実施す
ること。 

また、本四備讃線
の維持修繕に係る
費用等は、利用料と
して鉄道事業者か
ら確実に徴収する
こと。 

本州と四国を連絡す
る鉄道施設の管理につ
いては、本州四国連絡高
速道路株式会社の協力
を得て、安全かつ円滑な
列車の運転を確保する
ため、適切に行う。なお、
本州四国連絡橋（本四備
讃線）（以下「本四備讃
線」という。）の耐震補
強事業については、着実
に実施する。 
また、本四備讃線の維

持修繕に係る費用等は、
利用料として鉄道事業
者から確実に徴収する。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
鉄道施設の管理の
適切な実施 
 
＜評価の視点＞ 
施設等の安全管理
の実施や適切な点
検を行えるよう関
係先と協力し、適切
に実施したか 

＜主要な業務実績＞ 
１）ＪＲ西日本及びＪＲ四国と
締結した協定の管理区分に基
づき、機構が管理を行うことと
なっている鉄道施設について、
｢本州と四国を連絡する鉄道施
設の管理に関する協定｣（基本
協定）に基づき、各事業年度「本
州と四国を連絡する鉄道施設
の管理に係る委託料の額に関
する年度協定」を締結し本四会
社へ委託することにより、管理
を適切に行った。 
なお、共用部共用施設の耐震

補強事業については、本四会社
が耐震性照査、補強設計を進
め、全 12 箇所中、９箇所の耐
震補強工事に着手した。 
また、平成 28 年度補正予算

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を
実施し、計画を達成し
ているためＢとする。 

 
＜課題と対応＞ 
・特になし 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
本四会社の協力を得て、安全か

つ円滑な列車の運転を確保するた

めに必要な本州四国連絡鉄道施設

の管理を実施するとともに、耐震

補強工事を着実に実施しており、

また本四備讃線の維持修繕に係る

費用等を鉄道事業者から確実に徴

収していることから、中期目標に

おける所期の目標を達成している

ものとしてＢ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、本四会社の協力を得
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において、共用部共用施設の耐
震補強事業に係る出資金（18
億 32 百万円）について、資本
金増加の認可を受け、当該出資
金を受け入れ、これにより、全
ての耐震補強工事に関わる予
算を確保した。 
 
２）共用部鉄道専用施設及び鉄
道単独部の耐震補強事業につ
いては、ＪＲ四国との間で、別
途、基本的な枠組みを定めた
「本四備讃線（児島・宇多津間）
の耐震補強工事に関する協
定」、「本四備讃線鉄道施設の耐
震補強工事の実施に関する施
行協定」に基づき、毎事業年度
「本四備讃線鉄道施設の耐震
補強工事の実施に関する年度
協定」を締結し、ＪＲ四国が耐
震補強設計及び耐震補強工事
を着実に実施した。 
 
３）ＪＲ西日本、ＪＲ四国とそ
れぞれ「本四備讃線（茶屋町・
児島間）の鉄道施設の利用料の
額に関する協定」、「本四備讃線
（児島・宇多津間）の鉄道施設
の利用料の額に関する協定」を
締結し、本目標期間中（平成 28
年度まで）に利用料３２億７０
百万円を確実に徴収した。 
 

て必要な鉄道施設の管理を実施す

るとともに耐震補強事業を着実に

実施していく必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―９―① 
９ 業務遂行に当たっての取組 
① 国及び出資地方公共団体並びに会社との緊密な連携の推進 

業務に関連する政策・施

策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） － 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【法人単位】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,868,857 4,658,971 3,844,008 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,828,020 4,632,279 3,824,908 3,364,392  

         経常費用（百万円） 1,468,249 1,467,728 1,440,155 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,648 516,774 563,247 567,982  

         
行政サービス実

施コスト（百万円） △121,176 △416,106 △505,794 △547,948  

         従事人員数 84 83 83 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 業務の実施に当た

っては、国及び出資
地方公共団体並びに
会社との緊密な連携
を図ること。 

国及び出資地方公共
団体並びに会社の協力
を得て、円滑に業務を実
施するため、これら関係
機関と積極的に情報及
び意見の交換を行うな
ど、緊密な連携を図る。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
関係機関と情報及
び意見の交換 

 
＜評価の視点＞ 
関係機関と情報及
び意見の交換が行
われているか 

＜主要な業務実績＞ 
国、会社、機構間で緊密な連

携を図るため、役員クラスでの
連絡調整会議のほか、部長会議
等の定期的な開催、事務レベル
での案件に応じた調整会議等
を通じて、情報及び意見の交換
を行った。 
また、出資地方公共団体と

も、機構の決算説明会、出資説
明会、事業説明会、会社の決算
説明会及び事業説明会等を通
じて、情報及び意見の交換を行
った。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実
施し、計画を達成して
いるためＢとする。 

 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 国、会社及び出資地方公共団体

と適宜情報及び意見の交換を行う

場を設けており、中期目標におけ

る所期の目標を達成すると見込ま

れることから、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 今後も関係機関との緊密な連携

を図る必要がある。 
＜その他事項＞ 
特になし 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―９―② 
９ 業務遂行に当たっての取組 
② 高速道路事業の総合的なコストの縮減 

業務に関連する政策・施

策  
当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） － 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  

         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  

         
行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 協定の締結又は見直

しに際しては、高速道

路の新設、改築、維持、

修繕、災害復旧その他

の管理について、会社

の継続的かつ自律的な

効率化を促すよう措置

すること。 

協定の締結又は見

直しに際しては、高速

道路の新設、改築、維

持、修繕、災害復旧そ

の他の管理について、

会社の継続的かつ自

律的な効率化を促し、

これらに係るコスト

縮減努力が図られる

よう工夫する。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
会社の継続的かつ自

律的な効率化の促進 
 

＜評価の視点＞ 
協定の見直しにあた

り、会社のコスト縮減

努力が図られるよう

工夫されているか 
 

＜主要な業務実績＞ 
協定の見直しにあたり、高速

道路の新設、改築、維持、修繕、
災害復旧その他の管理につい
て、これらに係るコスト縮減努
力が図られるよう工夫すると
ともに、引き続き、助成制度を
通じて、会社の継続的かつ自律
的な効率化を促した。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定： Ｂ 
・左記のとおり業務を実施

し、計画を達成している

ためＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 協定の見直しにあたっては、会

社のコスト縮減努力が図られるよ

う努めており、中期目標における

所期の目標を達成すると見込まれ

ることから、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、協定の見直しに際し

て高速道路会社の継続的かつ自立

的なコスト縮減努力が図られるよ

う取り組む必要がある。 
 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―９―③ ９ 業務遂行に当たっての取組 
③ 高速道路の利用促進 

業務に関連する政策・施

策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） － 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 

２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  
         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  

         行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 債務の返済に要する

費用等を貸付期間内に

償う前提で、必要な高

速道路網の整備と併

せ、より高速道路の利

用を促進する施策を推

進するよう会社に促す

こと。 
なお、高速道路利便

増進事業について、交

通状況、減収額、利用

者の利便性等を把握

し、必要に応じて計画

の変更を行いつつ、効

果的に運用すること。 

債務の返済に要する

費用等を貸付期間内に

償う前提で、必要な高速

道路網の整備と併せ、よ

り高速道路の利用を促

進する施策を推進する

よう会社に促す。 
なお、高速道路利便増

進事業について、会社と

協力して交通状況、減収

額、利用者の利便性等を

把握し、必要に応じて計

画の変更を行いつつ、効

果的に運用する。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
会社による高速道

路の利用促進施策

の促進 
 
＜評価の視点＞ 
高速道路の利用促

進施策の推進を会

社に促しているか 

＜主要な業務実績＞ 
１）本中期目標期間中（平成
28 年度まで）において、高速
道路網の整備として 434ｋｍが
新規供用となった。 
 
２）31 箇所のスマートインタ
ーチェンジの供用を開始した。 
 
３）多様で弾力的な料金施策と
して、会社が実施した高速道路
の利用促進のための企画割引
について、届出を受理し内容を
確認した。（本中期目標期間中
（平成 28 年度まで）における
企画割引の実施：139 件） 

 
 
４）高速道路利便増進事業につ
いては、次のような計画変更を
行いつつ、適切に運用した。 
（1）平成 25 年度においては、
スマート IC 整備箇所数の見
直し、消費税率変更や金利の

＜評定と根拠＞ 
評定： Ｂ 
・左記のとおり業務を実施

し、計画を達成している

ためＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 高速道路の利用促進に資するた

め、首都圏及び近畿圏の新たな高

速道路料金の意見募集の実施、計

画の変更を行い、また、企画割引

などの利用促進施策を推進するよ

う高速道路会社に促しており、中

期目標における所期の目標を達成

すると見込まれることから、Ｂ評

定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、高速道路会社による

高速道路の利用促進施策が推進さ

れるよう、会社に対して促してい

く必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
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見直しを踏まえ、計画を変更
した。 

（2）平成 27 年度においては、
首都圏の新たな高速道路料
金や金利の見直しを踏まえ、
計画を変更した。 

（3）平成 28 年度においては、
近畿圏の新たな高速道路料
金や金利の見直しを踏まえ、
計画を変更した。 

 
 

特になし 

 
４．その他参考情報 
 特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―９―④ 
９ 業務遂行に当たっての取組 
④ 調査・研究の実施 

業務に関連する政策・施

策  
当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１１号 
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 

２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,866,436 4,648,148 3,839,900 3,381,454  
         決算額（百万円） 4,826,682 4,630,680 3,822,271 3,364,392  

         経常費用（百万円） 1,459,562 1,459,185 1,431,535 1,411,333  
         経常利益（百万円） 236,511 516,429 563,104 567,982  

         
行政サービス実

施コスト（百万円） △121,746 △416,459 △506,253 △547,948  

         従事人員数 83 82 82 82  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 内外の高速道路事業

や業務上の諸課題に関

する調査・研究を実施す

るとともに、その成果が

広く活用されるよう、会

社をはじめ関係機関に

情報提供すること。 

内外の高速道路事業

や業務上の諸課題に関

する調査・研究を実施

するとともに、その成

果が広く活用されるよ

う、機構ホームページ

等を通じて会社をはじ

め関係機関に情報提供

する。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 

 
＜その他の指標＞ 
調査研究の実施及

びその情報提供の

状況 
 

＜評価の視点＞ 
調査研究が実施さ

れ、その成果が関係

機関に情報提供さ

れているか 

＜主要な業務実績＞ 
以下の内容について海外調査
報告書を発行するとともに、ホ
ームページで公表した。 
 
１）PPP に関するドイツ会計検
査院報告における指摘など
について取りまとめた『ドイ
ツにおける道路事業の PPP
（その４） －PPP に関する
ドイツ会計検査院報告とリ
スクマトリックスほか－』 

 
２）英国道路庁が公表した 2015
年からの道路庁の改革、戦略
的道路網への投資等につい
て紹介する『英国の新しい道
路計画 －道路アクション
プログラム・21 世紀の道路網
－』 

 
３）『「高速道路の社会的効用」

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ  
・左記のとおり業務を実施

し、計画を達成している

ためＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 内外の高速道路事業等に関する

調査を実施し、その成果を調査報

告書としてホームページ等を通じ

広く提供しており、中期目標にお

ける所期の目標を達成すると見込

まれることから、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、調査・研究を実施し、

その結果を広く情報提供していく

必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
(外部有識者意見) 

近畿圏の高速道路に導入された
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とは －各界有識者による講
話－』 

 
４）『交通インフラ財源の安定
的確保を目指すドイツ ―ド
イツ・州交通大臣会議報告書
―』 

 
５）『「米国連邦高速道路予算支
出をより生産的にするため
の方策」－米国連邦議会予算
局報告書（2016 年 2 月）－』 

 
６）『英国の道路と道路行政―
道路庁の国有企業化と主な
施策・事業―』 

 

新たな料金体系について、今後、

交通への効果・影響を検証する必

要がある。 

 
４．その他参考情報 
 特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―９―⑤ 
９ 業務遂行に当たっての取組 
⑤ 環境への配慮 

業務に関連する政策・施

策  
当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第７条第１項 
各省各庁の長及び独立行政法人等の長（当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあって

は、その代表者。以下同じ。）は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該

年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方

針を作成しなければならない。 
同条第４項 
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、当該年度における物品等

の調達を行うものとする。 
当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【法人単位】 

指標等 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         
予算額（百万円） 4,868,857 4,658,971 3,844,008 3,388,568  
決算額（百万円） 4,828,020 4,632,279 3,824,908 3,367,706  

         経常費用（百万円） 1,468,249 1,467,728 1,440,155 1,419,961  
         経常利益（百万円） 236,648 516,774 563,247 568,080  

         
行政サービス実

施コスト（百万円） △121,176 △416,106 △505,794 △547,416  

         従事人員数 84 83 83 83  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 物品等の調達を行う

に当たっては、環境物

品等の調達により、環

境への負荷の低減に配

慮すること。 
また、会社に対し、

高速道路の整備や料金

施策等の実施に際し

て、環境の保全と創出

に配慮するよう促すこ

と。 

環境への負荷の低減

に配慮した調達を推進

する。 
なお、環境物品等の

調達については、国等

による環境物品等の調

達の推進等に関する法

律（平成 12 年法律第

100 号）に基づき行う

こととし、中期目標期

間中における特定調達

品目については、国が

定めた「環境物品等の

調達の推進に関する基

本方針」に規定された

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
環境物品等の調達

の状況 
 
＜評価の視点＞ 
法令等に基づき環

境物品等を調達し

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 
１）「国等による環境物品等の
調達の推進等に関する法律（平
成 12 年法律第 100 号）」に基づ
き各年度における「環境物品等
の調達の推進を図るための方
針」を策定し、環境物品の調達
を行うこととし、特定調達品目
については、国が定めた「環境
物品等の調達の推進に関する
基本方針」に規定された判断の
基準を満たしたものを 100％調
達した。 
 
２）環境への取組や地球温暖化
抑制に果たす高速道路の役割

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実施

し、計画を達成している

ためＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 国等による環境物品等の調達の

推進等に関する法律に基づき環境

物品等の調達の推進を図るための

方針を策定し、環境物品の調達を

行っており、中期目標における所

期の目標を達成すると見込まれる

ことから、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、環境への負荷の低減

に配慮した調達の推進に取り組む
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判断の基準を満たした

もの（特定調達物品等）

を 100％調達する。 
また、会社に対し、高

速道路の整備や料金施

策等の実施に際して、

環境の保全と創出に配

慮するよう促す。 

等を取りまとめた会社の環境
報告書・ＣＳＲ報告書等につい
て機構ホームページを通じて
周知を図った。 
 
３）会社に対して環境の保全と
創出に配慮するよう促し、引き
続き、各種情報の提供を図っ
た。 
 

必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―９―⑥ 
９ 業務遂行に当たっての取組 
⑥ 危機管理 

業務に関連する政策・施

策  
当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条各号 
 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【法人単位】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度   
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特になし         予算額（百万円） 4,868,857 4,658,971 3,844,008 3,388,568  
         決算額（百万円） 4,828,020 4,632,279 3,824,908 3,367,706  

         経常費用（百万円） 1,468,249 1,467,728 1,440,155 1,419,961  
         経常利益（百万円） 236,648 516,774 563,247 568,080  
         行政サービス実

施コスト（百万円） △121,176 △416,106 △505,794 △547,416  

         従事人員数 84 83 83 83  
注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 会社及び関係行政

機関と協力して、大
規模な交通事故、地
震災害等不測の事態
が生じたことによる
影響を最小限度にと
どめるために、より
一層の迅速、的確か
つ効果的な対応を取
ることができるよう
体制を確立し、日頃
から高速道路の供用
に重大な影響を与え
る事態を想定した情
報の収集、伝達等に
関する訓練を実施す
るなど、これまでの
取組状況も踏まえ、
会社とも連携を図り
つつ、危機管理能力
の一層の向上を図る
こと。 

地震、風水害、大規模
な交通事故等により高
速道路の供用に重大な
影響を与える事態が発
生した場合には、防災業
務計画等に基づき、重要
業務を遅滞なく執行す
るとともに、会社及び関
係行政機関と協力して、
迅速かつ的確な情報収
集、伝達等の措置を講ず
る。 
特に、大規模災害等に

より東京本部での重要
業務の継続が困難な場
合には、関西業務部にお
いて代行する。 
また、会社及び関係行
政機関と連携し、当該事
態を想定した訓練を年 1
回以上実施するととも
に、災害に備えた機構独

＜主な定量的指標＞ 
特になし 

 
＜その他の指標＞ 
・災害時における
会社及び関係機
関と協力した迅
速かつ的確な情
報収集・伝達等
の措置状況 

・大規模災害に備
えた訓練の定期
的な実施 

 
＜評価の視点＞ 
・災害時に会社及
び関係機関と協
力し、迅速かつ
的 確 な 情 報 収
集・伝達等を行
ったか。 

・大規模災害に備

＜主要な業務実績＞ 
１）防災業務計画に基づく的確な
対応 
（1）熊本地震をはじめとして、災
害が発生した際には、災害の規
模に応じて、非常体制、緊急体
制、警戒体制を構築した。 

（2）災害が発生した場合には、交
通の危険防止のための通行の禁
止、緊急車両の通行の許可など、
会社からの要請に基づき、必要
な措置を迅速かつ的確に行っ
た。 

（3）災害の発生に備え、計画的に
防災訓練を実施した。 

 
２）防災業務計画の充実 
（1）平成 27 年度において機構の
横浜移転に伴う防災上の対応を
含め、機構が行うべき防災業務
及び重要継続業務を整理した上
で、必要となる防災業務計画等

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実施
し、計画を達成しているた
めＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 災害による高速道路の通行止め

状況や被災・復旧情報の収集を行

うとともに、大規模災害に備えた

各種訓練を実施し危機管理能力の

向上に努めており、中期目標にお

ける所期の目標を達成すると見込

まれることから、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、防災訓練等を実施し、

大規模災害時に的確な対応がとれ

るようにする必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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自の非常時参集訓練（不
定時）や重要業務の継続
訓練等を適宜実施する
ことにより、迅速、的確
かつ効果的な対応が取
れるよう体制を強化し、
危機管理能力の一層の
向上を図る。 

えた訓練を定期
的に実施したか 

 

の見直しを行った。 
（2）平成 28 年度において大規模
災害等により、各事務所（機構
本部、関西業務部）で防災業務
計画に定める継続業務の実施が
困難となった場合における、継
続業務を実施するための仕組み
を構築した。機構本部が被災し
た場合の権限代行に関わる継続
業務については、会社において
手続きを実施できるよう、会社
と連携して適切に運用できる仕
組みを構築し、その他の継続業
務については、もう一方の事務
所において手続きを行うことと
した。 

 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ―１ １ 財務体質の強化 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 
 特になし         
         
         
         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 債務の計画的な返済

に必要な毎事業年度の

貸付料を収受するな

ど、業務活動による収

入の確保を図るととも

に、業務コストの縮減

を進め、債務の早期の

確実な返済を図るこ

と。 

債務の計画的な返済

に必要な毎事業年度の

貸付料を収受するな

ど、業務活動による収

入の確保を図るととも

に、業務コストの縮減

を進め、債務の早期の

確実な返済を図る。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
収入及びコスト縮減

の状況 
 
＜評価の視点＞ 
収入の確保を図られ

ているか、業務コス

トの縮減が進められ

ているか 
 

＜主要な業務実績＞ 
Ⅰ-２、Ⅱ-２-④及びⅡ-

２-⑦のとおり、収入の確保
を図るとともに、低利で円滑
な資金調達に努めるなど、業
務コストの縮減を進めた。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実

施し、計画を達成して

いるためＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 収入の確保及び低利で円滑な

資金調達に努めるなど業務コス

トの縮減に努めており、中期目標

における所期の目標を達成する

と見込まれることから、Ｂ評定と

した。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、収入の確保及び業務

のコストの縮減に取り組む必要

がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 

 
４．その他参考情報 
 特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ―２, ３, ４ ２予算、３収支計画、４資金計画 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 
基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
特になし         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
  ２ 予算（別表１のと

おり） 
 
３ 収支計画（別表２

のとおり） 
 
４ 資金計画（別表３

のとおり） 
 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
特になし 
 
＜評価の視点＞ 
予算、収支計画、資金

計画を的確に策定し

ているか 
 

＜主要な業務実績＞ 
予算の計画及び実績は別表１の
とおりである。 
 
収支計画及び実績は別表２のと
おりである。 
 
資金計画及び実績は別表３のと
おりである。 
  

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・債務の早期の確実な返

済を進めるために、必

要な予算、収支計画、

資金計画を策定し、業

務運営に取り組んだこ

とからＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 必要な予算、収支計画、資金計

画を策定し、適切に業務を行って

おり、中期目標における所期の目

標を達成すると見込まれること

から、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、予算、収支計画、資

金計画を適切に策定し、計画に基

づいた業務運営に取り組む必要

がある。 
 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 

 
４．その他参考情報 
 特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅳ 短期借入金の限度額 
当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 
特になし         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
  一時的な資金不足

等に対処するため、短

期借入金の限度額は、

単年度 9,600億円とす

る。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
短期借入金の限度額の

設定 
 
＜評価の視点＞ 
短期借入金の限度額を

計画どおり設定してい

るか 
 

＜主要な業務実績＞ 

一時的な資金不足等に対処
するため、金融機関と当座貸越
契約（限度額合計 9,600 億円）
を締結した。 
なお、本中期目標期間（平成

28 年度まで）において一時的
な資金不足等の事態は発生し
なかったため、短期借入れは行
わなかった。 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：― 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 ―  
＜評定に至った理由＞ 
― 
 
＜今後の課題＞ 
 特になし 
 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 

 
４．その他参考情報 
 特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅴ  不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 
当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 
特になし         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
  京都市道高速道路

１号線（新十条通）の
一部については、通則
法第 46 条の３の規定
に基づき、平成 31 年
に現物により払い戻
す。 
このほか、道路の計画
の変更等に伴い不要
財産が発生した場合
には、これを売却し、
債務の返済に充てる。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
不要財産の適切な把握

及び処分に向けた方策 
 

＜評価の視点＞ 
不要財産が発生した場

合には、売却し、債務の

返済に充てているか 
 

＜主要な業務実績＞ 
１）京都市道高速道路 1 号線
（新十条通）の一部について
は、京都府及び京都市に対し
て、出資の払戻しの請求につ
いて催告を行った。その後、
京都府及び京都市より、払戻
しの請求を受けた。 
 
２）他の公共事業等との調整
の結果、高速道路事業として
不要となった財産について
は、道路区域減を行ったうえ
で売却し、債務の返済に充て
た。 
 
３）平成 28 年度において、ホ
ームページで高速道路事業用
地の有効利用等の促進に係る
提案募集を行っているものの
うち、「北陸自動車道 北鯖江
PA（上）」の一部について、福
井県から提案があり、売却契
約を締結した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実

施し、計画を達成して

いるためＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 発生した不要財産の処分の手

続きを適切に行い、売却して得た

利益を債務返済に充てており、中

期目標における所期の目標を達

成すると見込まれることから、Ｂ

評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、道路の計画の変更等

に伴い不要財産が発生した場合

には、これを売却し、債務の返済

に充てる必要がある。 
 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―２ ２ 業務の実施について 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 
         

         
         

         
 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 高速道路に係る国

民負担の軽減を図る

とともに、国民が良

好な高速道路網を活

用できるようにする

ため、機構が実施す

べき業務を厳格に実

施するための仕組み

について検討し、例

えば、「出向職員は出

向元に関係する業務

に携わらない」、「利

益相反が生じる場合

には、出向元以外の

者がリーダーとなっ

てチームを組む」な

ど、会社のモラルハ

ザード等により機構

の利益を害する危険

を防ぐための仕組み

のマニュアル化を図

ること。また、必要

に応じて適材適所の

人員配置の適正化を

含めた体制の見直し

を行うこと。 

高速道路に係る国

民負担の軽減を図る

とともに、国民が良好

な高速道路網を活用

できるようにするた

め、機構が実施すべき

業務を厳格に実施す

るための仕組みにつ

いて検討し、例えば、

「出向職員は出向元

に関係する業務に携

わらない」、「利益相反

が生じる場合には、出

向元以外の者がリー

ダーとなってチーム

を組む」など、会社の

モラルハザード等に

より機構の利益を害

する危険を防ぐため

の仕組みのマニュア

ル化を図る。また、必

要に応じて適材適所

の人員配置の適正化

を含めた体制の見直

しを行う。 

＜主な定量的指標＞ 
 特になし 
 
＜その他の指標＞ 
内部規程の遵守、職

員の意識啓発等取組

状況 
 
＜評価の視点＞ 
内部規程を遵守し、

職員の意識啓発に取

り組んでいるか 

＜主要な業務実績＞ 
平成 25 年度において、業務

を厳格に実施するための仕組
みとして、会社からの出向職員
を出向元の会社と利益が相反
する恐れがある業務（以下「特
定業務」という）に携わらせる
場合は、当該業務の相手方であ
る会社を出向元とする職員以
外の職員を責任者とする合議
制の作業チームを構築して、そ
の業務を実施すること等につ
いて内部統制に関する規程を
改正するとともに、「特定業務
に関する措置について（理事長
決定）」を制定・施行し、以降、
業務を厳格に行った。 
なお、特定業務に係る決裁

（平成 25 年度 130 件、平成 26
年度 221 件、平成 27 年度 227
件、平成 28 年度 170 件）は適
正に実施している。 
 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実

施し、計画を達成して

いるためＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 特定業務について、相手方であ

る会社を出向元とする職員以外

の職員を責任者とする合議制の

作業チームを構成して業務を実

施する体制により業務に取り組

んでおり、中期目標における所期

の目標を達成すると見込まれる

ことから、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、厳格な業務実施のた

めに必要な体制整備及び職員の

意識啓発に取り組む必要がある。 
 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―３ ３ 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年度値等） H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

人員 常勤職員数 85 人を

上回らない 
 84 人 81 人 83 人 83 人  （各年度末の人員数） 

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 ①職員の能力及び実

績を適正かつ厳格に
評価し、その結果を
処遇に反映させると
ともに、適材適所の
人員配置とし、職員
の能力の向上を図る
こと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①方針 
１）個々の職員の勤務
成績及び法人の業務
実績を処遇に反映さ
せるとともに、機構職
員に必要な業務リス
ク管理等の知識及び
能力の養成に努める。 
２）定員の抑制に取り
組みつつ、人員の適正
な配置により業務運
営の効率化を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜主な定量的指標＞ 
常勤職員数は、85 人
を上回らないよう努
める 
 
＜その他の指標＞ 
・個々の職員の勤務成
績及び法人の業務実
績を処遇に反映させ
るとともに、外部機関
主催の各種研修等を
活用し、機構職員に必
要な業務リスク管理
等の知識及び能力の
養成に努める。 
 
・総人件費削減の取組
を踏まえた、人件費の
見直し。 
 
＜評価の視点＞ 
・士気向上に向けた勤
務実績を処遇に反映
したか。 
・受講者や関連業務の
ニーズに合わせた職
員研修計画を策定し、
実行したか。 
・必要最小限の職員で
効果的、効率的な業務
運営がなされる人員
の適正配置がされて
いるか。 

＜主要な業務実績＞ 
① 方針 
１）処遇への反映 
夏季及び年末特別手当につ

いて、役職員の勤務実績を処
遇に反映した。 
 
２）知識及び能力の養成 
(1)外部講習への派遣等を含
めた職員研修年度計画を策
定し、外部機関主催の研修
に職員を参加させた。  

 
(2)「メンタルヘルス対策等に
関する講演会」「コンプライ
アンスの諸問題について」
等、各種講演会・講習会を
開催した。 

 
(3)転入者へのセキュリティ
ポリシーの周知、役職員へ
の情報セキュリティに関す
る注意喚起を行うととも
に、平成 28 年度においては
標的型メール訓練、自己点
検、セキュリティ講習会を
実施した。 

 
３）人員の適正な配置 
業務内容を踏まえ、人員の

適正配置の確保を図り業務運
営の効率化に努めた。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実
施し、計画を達成して
いるためＢとする。 

 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 勤務実績の特別手当への反映、

研修を通じた職員の能力向上、適

正な人員配置に取り組んでおり、

また、人件費においては国家公務

員の給与水準に準拠するよう、必

要な規定整備を行い、適正な給与

水準維持に努めおり、中期目標に

おける所期の目標を達成すると

見込まれることから、Ｂ評定とし

た。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、職員の業務実績の処

遇への反映、職員の能力向上及び

適正な人員配置に取り組み、また

業務運営の効率化による人員の

抑制及び人件費が適正な給与水

準となるよう取り組む必要があ

る。 
 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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②業務運営を効率化
し、人員の抑制に努
めること。 
 
 
 
 
 
 
③人件費について
は、政府における総
人件費削減の取組を
踏まえ、厳しく見直
すこと。 

給与水準について
は、国家公務員の給
与水準も十分考慮
し、手当を含め役職
員給与の在り方につ
いて厳しく検証した
上で、目標水準・目
標期限を設定してそ
の適正化に計画的に
取り組むとともに、
その検証結果や取組
状況を公表するこ
と。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②人員に関する指標 
常勤職員数を 85 人

とし、中期目標期間中
を通じて人員の抑制
を図る。 
 
 
 
 
③人件費に関する指
標 
人件費については、

政府における総人件
費削減の取組を踏ま
え、厳しく見直す。 
給与水準について

は、国家公務員の給与
水準も十分考慮し、手
当を含め役職員給与
の在り方について厳
しく検証した上で、目
標水準・目標期限を設
定してその適正化に
計画的に取り組むと
ともに、その検証結果
や取組状況を公表す
る。 
 

・業務運営の効率化に
より常勤職員数 85 名
を上回らない体制と
なっているか 
 
・役職員の給与水準の
適正化に取り組んだ
か 

４）衛生委員会に係る調整 
より適正な職場の衛生管理

を行うため、総務担当理事を
委員長とする衛生委員会を原
則月１回開催した。  
 
５）勤務時間管理の徹底 
時間外労働時間の状況確認

や産業医による面接指導の充
実など、勤務時間管理の徹底
を行った。 
 
 
② 人員に関する指標 
本中期目標期間中（「平成

28 年度まで）を通じて常勤職
員数が 85 名を上回らない体
制の下で、業務を適切に実施
した。 
 
 
 
③ 人件費に関する指標 
１）役職員の給与については、
国家公務員に準拠して関係規
程の改正を実施した。 
 
２）給与水準の適正化に向け
た取組について、「独立行政法
人の役員の報酬等及び職員の
給与の水準の公表」によりホ
ームページにて公表を行っ
た。 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―４ ４ 主たる事務所の移転 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 
移転時期 法定期限より可能

な限り早期移転  ― H27.3.30 ― ― ―  
賃料等ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ 
（千円）   177,346 177,346 104,224 104,275 104,275 

(見込み)  

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 閣議決定された

平成 27 年３月末

までに主たる事務

所を神奈川県に移

転するため、検討

を進めるととも

に、必要な対応を

行うこと。 

閣議決定され

た平成27年３月

末までに主たる

事務所を神奈川

県に移転するた

め、検討を進め

るとともに、必

要 な 対 応 を 行

う。 

 

＜主な定量的指標＞ 
・移転時期 
・賃料等ランニ

ングコスト 
 
＜その他の指標＞ 
防災性能等の向

上 
 
＜評価の視点＞ 
・コスト縮減等

による効率的な

業務運営を実現

しているか 
・防災性能等の

向上を実現して

いるか 

＜主要な業務実績＞ 
主たる事務所の神奈川県（横

浜市）への移転については、平
成 27 年３月 30 日に実施した。
この移転により賃料等の費用
（ランニングコスト）を従前と
比較し年間約 7,300 万円（約
41%）削減した。 
なお、移転に係る初期費用

（160,252 千円）は、賃料等の
縮減により平成 29 年度中での
回収が見込まれる。 
また、災害時の非常電源（72

時間）の導入など、従前の事務
所に比べ、業務継続に必要な防
災性能の向上を図った。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
               
・賃料等ランニングコスト
を従前と比較し年間約
7,300 万円（約 41%）削減し、
効率的な業務運営を実現し
た。 
 
・非常電源の導入など業務
継続に必要な防災性能等の
向上を実現した。 
 
これらを踏まえＡ評価と

する。 
 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ａ  
＜評定に至った理由＞ 
 閣議決定された平成 27 年３月末ま

でに主たる事務所を横浜へ移転した

だけでなく、従前の事務所より防災性

能が高いビルを選定するとともに、賃

料等の年間 7,300 万円削減が図られ

ており、中期目標における所期の目標

を上回る成果が得られていると認め

られることから、Ａ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 特になし 
 
＜その他事項＞ 
 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―５ ５ 内部統制について 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 
特になし         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
 総務省の「独立行政法

人における内部統制と
評価に関する研究会」が
平成 22 年３月に公表し
た報告書「独立行政法人
における内部統制と評
価について」及び総務省
政策評価・独立行政法人
評価委員会から独立行
政法人等の業務実績に
関する評価の結果等の
意見として国土交通省
独立行政法人評価委員
会に通知された事項を
参考とし、内部統制の更
なる充実・強化を図るこ
と。 

また、「国民を守る情
報セキュリティ戦略」等
の政府の方針を踏まえ、
適切な情報セキュリテ
ィ対策を推進すること。 

総務省の「独立行政法
人における内部統制と
評価に関する研究会」が
平成 22 年３月に公表し
た報告書「独立行政法人
における内部統制と評
価について」及び総務省
政策評価・独立行政法人
評価委員会から独立行
政法人等の業務実績に
関する評価の結果等の
意見として国土交通省
独立行政法人評価委員
会に通知された事項を
参考とし、内部統制の更
なる充実・強化を図る。 

また、「国民を守る情
報セキュリティ戦略」
等の政府の方針を踏ま
え、適切な情報セキュ
リティ対策を推進す
る。 

＜主な定量的指標
＞ 
特になし 
 
＜その他の指標
＞ 
内 部 統 制 の 充
実・強化、情報セ
キュリティ対策
の推進状況 
 
＜評価の視点＞ 
内部統制の更な
る充実・強化が図
られているか、情
報セキュリティ
対策を推進して
いるか 
 

＜主要な業務実績＞ 
１）平成 27 年度において、
独立行政法人通則法の改正
を踏まえ業務方法書その他
内部規則の改正を行い、内部
統制の充実・強化を図った。 
 
２）独法通則法の改正に伴い
内部統制の充実・強化を図る
ため整備した、業務体制等の
下で、役員会のほか、内部統
制委員会、資金調達及び金融
機関等選定委員会、入札・契
約手続運営委員会及び契約
監視委員会を開催した。 
 
３）債務の確実な返済に影響
を与える金利、交通量等の変
動について、幹部連絡会にお
いて常時把握するとともに、
役員会・内部統制委員会等に
おいて債務返済の計画と実
績の対比、要因分析等を行う
ことにより、リスクへの適切
な対応を行っている。 
また、内部統制委員会にお

いて、リスクの把握、対応策
の状況及びリスクの評価に
ついて審議した。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実
施し、計画を達成してい
るためＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 独法通則法の改正に伴う各種

規則等の整備、役員会・内部統制

委員会等を活用した統制環境の

整備、政府の方針を踏まえた情報

セキュリティ対策の整備、リスク

の評価・分析を適切に行ってお

り、中期目標における所期の目標

を達成すると見込まれることか

ら、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 他法人等におけるセキュリテ

ィ事案が多数生じている現状を

踏まえ、組織の情報セキュリティ

対策の強化について更なる検討

を行い、あわせて職員一人一人の

セキュリティ対策についての意

識を向上させる必要がある。 
  
＜その他事項＞ 
特になし 
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４）情報セキュリティ対策に
ついてはセキュリティポリ
シーに基づくセキュリティ
体制による運用監視を継続
し、適切に推進した。 
・メールシステム及びサンド
ボックスを備えたファイア
ウォールによるセキュリテ
ィの強化 

・ぺネトレーションテストの
実施 

・標的型メール訓練及びセキ
ュリティ講習会による意識
啓発 

・主体認証を静脈認証とする
ことによるパソコンのセキ
ュリティの強化 
・NISC による独法監視体制
の運用開始 

・政府統一基準に則った機構
情報セキュリティポリシー
の整備           など 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―６ ６ 機構法第２１条第３項に規定する積立金の使途 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  
 
２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 
特になし         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価）  
  本州と四国を連絡する鉄

道施設の管理を行う業務

とする。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし 
 
＜その他の指標＞ 
特になし 
 
＜評価の視点＞ 
当年度分の減価償却

及び除却を行う費用

に充てているか 
 

＜主要な業務実績＞ 
前中期目標期間繰越積立金

27 億 18 百万円のうち、本中
期目標期間（平成 28 年度ま
で）に、減価償却に充てるた
め3億4百万円を取り崩した。 

 
 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業務を実

施し、計画を達成してい

るためＢとする。 
 
＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定 Ｂ  
＜評定に至った理由＞ 
 前中期目標期間繰越積立金を

減価償却に充てており、中期目標

における所期の目標を達成する

と見込まれることから、Ｂ評定と

した。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、前中期目標期間繰越

積立金について中期計画及び年

度計画に定めるところにより適

切に用いられる必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
 

 

 
４．その他参考情報 
 特になし 

 
 


